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【評価について】
次ページ以降の評価については、平成29年度の環境施策の実績と比較し、以下のとおり評価しています。
○：取組が進んだ（新規事業の実施や取組内容の改善・拡充により取組が進んだ場合）
△：変化なし（事業が継続されて実施されているなど、取組に大きな変化がなかった場合）
×：後退した（事業の廃止や縮小、その他の理由により取組が後退した場合）
－：比較できない（事業内容の変更等により比較ができないなど、上記の３つに当てはまらない場合）

この冊子について

　　　本冊子は、目標の達成に向けて実施する個々の施策（環境施策）の進捗状況と市による自己評価をまとめたものです。
　　　施策ごとに平成30年度（2018年度）と平成29年度（2017年度）の実績を比較して評価を行い、その理由や見解を
　　示しています。



　

平成28年度

△
平成30年度 エコアクション21認証取得事業補助金の交付
実績については、申請がなく０件であった。今後も企業訪
問等により、補助金制度の周知を図っていく。

中小企業活性化支援事
業

平成29年度 エコアクション21認証取得事業補助金の交付
実績については、申請がなく０件であった。今後も企業訪問
等により、補助金制度の周知を図っていく。

中小企業活性化支援事
業

平成28年度 エコアクション21認証取得事業補助金の
交付実績については、市内２企業に交付し、合計交
付金額は178,000円であった。今後も企業訪問等によ
り、補助金制度の周知を図っていく。

△
大学等省エネルギーワーキンググループ会議において、
キャンパスでの環境マネジメントシステムに関して意見交
換等を行い、導入に向けた議論を進めた。

大学等省エネルギー
ワーキンググループ推
進事業

大学等省エネルギーワーキンググループ会議において、
キャンパスでの環境マネジメントシステムに関して意見交換
等を行い、導入に向けた議論を進めた。

大学等省エネルギー
ワーキンググループ推
進事業

大学等省エネルギーワーキンググループ会議におい
て、キャンパスでの環境マネジメントシステムに関し
て意見交換等を行い、導入に向けた議論を進めた。

評価の理由
または

評価に対する担当室課の見解及び実績

備考
（当該施策に関連
する事業名等） 評価の理由

または
評価に対する担当室課の見解及び実績

△

三者協働組織である「アジェンダ２１すいた」において、ライ
フスタイルや事業活動の転換をめざし、市民、事業者、行
政の協働により、各種イベントや啓発活動を行った（Ｈ29年
度実績：「すいた、わたしのエコ宣言」、CO２排出ゼロで開
催した「十五夜ムーンライトコンサート」、エネルギー啓発冊
子エコプレス年４回発行、みどりのカーテン講座、自然観察
会及び大木調査、エコキャンドル講座等実施）
　
車から排出される二酸化炭素削減のため、市民を対象とし
た交通安全講習会において、エコドライブの推進を啓発し
た（7回）。

今後も更なる取組を促すための啓発活動に取り組んでい
く。

平成29年度

アジェンダ２１すいた推
進事業

環境啓発事業

環境マネジメントシステ
ム運用事業

備考
（当該施策に関連
する事業名等）

アジェンダ２１すいた推
進事業

環境啓発事業

評価の理由
または

評価に対する担当室課の見解及び実績

本計画及び吹田市役所エコオフィスプランに基づき、公用
車買替の機会をとらえて、低公害車の導入を進めている。
今後も引き続き、吹田市役所における低公害車の導入を進
めていく。また、市内における低公害車等の導入及び普及
促進策を検討する。
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１　限りあるエネルギーを大切に使う低炭素社会への転換

【１】ライフスタイルや事業活動の転換促進　　【２】省エネルギー機器等の導入促進　　【３】再生可能エネルギーの導入拡大

施策 担当室課

本計画及び吹田市役所エコオフィスプランに基づき、
公用車買替の機会をとらえて、低公害車の導入を進
めている。
今後も引き続き、吹田市役所における低公害車の導
入を進めていく。また、市内における低公害車等の導
入及び普及促進策を検討する。

本計画及び吹田市役所エコオフィスプランに基づき、公用
車を所有する室課に対して、公用車買替の機会をとらえ
て、低公害車の導入を進めていくように、促している。
今後も引き続き、吹田市役所における低公害車の導入促
進を図る。また、市内における低公害車等の導入及び普及
促進策を検討する。

三者協働組織である「アジェンダ２１すいた」におい
て、ライフスタイルや事業活動の転換をめざし、市
民、事業者、行政の協働により、各種イベントや啓発
活動を行った（Ｈ28年度実績：環境家計簿実施（取組
世帯：140世帯）、エネルギー啓発冊子エコプレス年４
回発行、みどりのカーテン講座、「すいた、わたしのエ
コ宣言」、自然観察会、エコキャンドル講座等実施）
　
車から排出される二酸化炭素削減のため、市民を対
象とした交通安全講習会において、エコドライブの推
進を啓発した（7回）。

今後も更なる取組を促すための啓発活動に取り組ん
でいく。

＜　参　考　＞

自己
評価

環境政策室

環境政策室 △
環境マネジメントシステ
ム運用事業

【１】
環境に配慮した
事業活動への
転換に向け環境
マネジメントシス
テムの導入促進
を図ります。

三者協働組織である「アジェンダ２１すいた」において、ライ
フスタイルや事業活動の転換をめざし、市民、事業者、行
政の協働により、各種イベントや啓発活動を行った（Ｈ30年
度実績：「すいたクールアースウィーク」、CO２排出ほぼゼ
ロで開催した「十五夜ムーンライトコンサート」、エネルギー
啓発冊子エコプレス年４回発行、みどりのカーテン講座、は
らっぱビンゴ、エコキャンドル講座等実施）
　
車から排出される二酸化炭素削減のため、市民を対象とし
た交通安全講習会において、エコドライブの推進を啓発し
た（7回）。

今後も更なる取組を促すための啓発活動に取り組んでい
く。

地域経済振
興室

【１】
市民・事業者と
の連携・協働に
より日常生活や
事業活動におけ
る地球環境に配
慮した行動の普
及促進を図りま
す。

【１】
低公害車・低燃
費車利用の導
入及び普及促
進を図ります。

環境政策室
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平成28年度評価の理由
または

評価に対する担当室課の見解及び実績

備考
（当該施策に関連
する事業名等） 評価の理由

または
評価に対する担当室課の見解及び実績

平成29年度

備考
（当該施策に関連
する事業名等）

評価の理由
または

評価に対する担当室課の見解及び実績

第２次環境基本計画改訂版　平成30年度環境施策の実績一覧（H31.3.31現在）

１　限りあるエネルギーを大切に使う低炭素社会への転換

【１】ライフスタイルや事業活動の転換促進　　【２】省エネルギー機器等の導入促進　　【３】再生可能エネルギーの導入拡大

施策 担当室課

＜　参　考　＞

自己
評価

△

市内のエネルギー多量消費事業者である大学・研究機関
と情報交換等を行い地域連携の取組を進めた。（大学と研
究機関による省エネルギーワーキンググループ　開催数：
Ｈ30年度　1回）

大学等省エネルギー
ワーキンググループ推
進事業

市内のエネルギー多量消費事業者である大学・研究機関と
情報交換等を行い地域連携の取組を進めた。（大学と研究
機関による省エネルギーワーキンググループ　開催数：Ｈ
29年度　1回）

大学等省エネルギー
ワーキンググループ推
進事業

市内のエネルギー多量消費事業者である大学・研究
機関と情報交換等を行い地域連携の取組を進めた。
（大学と研究機関による省エネルギーワーキンググ
ループ　開催数：Ｈ28年度　1回）

△

吹田市役所エコオフィスプランに基づき、グリーン購入対象
商品など環境物品の調達を推進しているものの、他自治
体と比べるとグリーン調達は、あまり進んでいない状況で
ある。平成15年に策定した「吹田市環境物品等調達方針」
及び「環境物品等調達ガイドライン」の見直しを行い、グ
リーン購入を促進していくことを検討している。

グリーン購入促進事業
吹田市役所エコオフィスプランに基づき、グリーン購入対象
商品など環境物品の調達を推進した。

環境マネジメントシステ
ム運用事業

吹田市役所エコオフィスプランに基づき、グリーン購
入対象商品など環境物品の調達を推進した。

△
アジェンダ２１すいたとの連携・協働による十五夜ムーンラ
イトコンサートにおいて、省エネルギー機器等の導入によ
る省エネ効果について啓発を行った。

アジェンダ２１すいた推
進事業

アジェンダ２１すいたとの連携・協働により、同団体のエコプ
レスで、省エネルギー機器等の導入による省エネ効果につ
いて啓発を行った。

アジェンダ２１すいた推
進事業

アジェンダ２１すいたとの連携・協働により、環境家計
簿取組者等に対し、省エネルギー機器等の導入によ
る省エネ効果について啓発を行った。

環境マネジメントシステ
ム運用事業

環境マネジメントシステ
ム運用事業

吹田市役所エコオフィスプランを市独自の環境マネジ
メントシステムとして位置づけ、エコチェックシートを活
用した取組、率先した節エネを進めている。また、夏
季・冬季を節電の重点取組期間として、適正な冷暖
房の温度や不要照明の消灯の徹底などの取組を実
施。
（重点取組期間）
夏季　7月～9月
冬季　 12月～3月

環境政策室

環境政策室

市の率先行動の一環として、引き続きグリーン調達、
グリーン購入の普及を進めている

実績：単価契約物品（事務用品）に係るグリーン購入
件数及び金額（平成２８年度契約検査室所管分）
　・グリーン購入件数9,666件（71.4%）
　・グリーン購入金額49,473,431円（79.9%）

【１】
エネルギー多量
消費事業者等と
のネットワーキ
ングの構築を進
めます。

【１】
グリーン調達、
グリーン購入の
普及を図りま
す。

環境政策室

【２】
市民・事業者と
の連携・協働に
より省エネル
ギー機器等の
導入促進を図り
ます。

【１】
吹田市役所エコ
オフィスプランに
基づき、節エネ
ルギーを進めま
す。

△

吹田市役所エコオフィスプランを市独自の環境マネジメント
システムとして位置づけ、エコチェックシートを活用した取
組、率先した節エネを進めている。また、夏季・冬季を節電
の重点取組期間として、適正な冷暖房の温度や不要照明
の消灯の徹底などの取組を実施。
（重点取組期間）
夏季　7月～9月
冬季　 12月～3月

契約検査室

△

吹田市役所エコオフィスプランを市独自の環境マネジメント
システムとして位置づけ、エコチェックシートを活用した取
組、率先した節エネを進めている。また、夏季・冬季を節電
の重点取組期間として、適正な冷暖房の温度や不要照明
の消灯の徹底などの取組を実施。
（重点取組期間）
夏季　7月～9月
冬季　 12月～3月

環境政策室

市の率先行動の一環として、引き続きグリーン調達、グリー
ン購入の普及を進めている

実績：単価契約物品（事務用品）に係るグリーン購入件数
及び金額（平成２９年度契約検査室所管分）
　・グリーン購入件数10,408件（74.5%）
　・グリーン購入金額50,706,019円（81.6%）

市の率先行動の一環として、引き続きグリーン調達、グ
リーン購入の普及を進めている。

実績・単価契約物品（事務用品）に係るグリーン購入件数
及び金額（平成30年度契約検査室所管分）
　・グリーン購入件数10,499件（73.4％）
　・グリーン購入金額47,568,086円（82.9％）
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平成28年度評価の理由
または

評価に対する担当室課の見解及び実績

備考
（当該施策に関連
する事業名等） 評価の理由

または
評価に対する担当室課の見解及び実績

平成29年度

備考
（当該施策に関連
する事業名等）

評価の理由
または

評価に対する担当室課の見解及び実績

第２次環境基本計画改訂版　平成30年度環境施策の実績一覧（H31.3.31現在）

１　限りあるエネルギーを大切に使う低炭素社会への転換

【１】ライフスタイルや事業活動の転換促進　　【２】省エネルギー機器等の導入促進　　【３】再生可能エネルギーの導入拡大

施策 担当室課

＜　参　考　＞

自己
評価

△
未実施（事業所に対し省エネルギー機器等の改修及び導
入に係る促進策を行う計画がないため）

未実施 未実施

○

平成29年度に引き続き、吹田市環境まちづくりガイドライン
等をHPに掲載することにより、省エネルギー機器等の導入
についての啓発を行っている。
また、平成30年度4月から、吹田市環境まちづくりガイドラ
イン【開発・建築版】（平成30年度版）を運用している。

環境まちづくりガイドライ
ン運用事業
地球温暖化対策新実行
計画管理運用事業

平成28年度に引き続き、吹田市環境まちづくりガイドライン
等をHPに掲載することにより、省エネルギー機器等の導入
についての啓発を行っている。
平成29年度は、環境まちづくりガイドライン【開発・建築版】
の見直しを行い、平成30年4月より新しいガイドラインの運
用を開始する予定である。

環境まちづくりガイドライ
ン運用事業
地球温暖化対策新実行
計画管理運用事業

平成27年度に引き続き、吹田市環境まちづくりガイド
ライン等をHPに掲載することにより、省エネルギー機
器等の導入についての啓発を行っている。
平成28年度は市民、事業者向けに省エネルギー機
器等の導入等についての啓発冊子を新たに作成し
た。

△

学校の大規模改造工事(12件)、トイレリニューアル工事(10
件)及び屋内運動場改造工事(5件)と、他改修・修繕で新
設・更新する照明器具・誘導灯についてＬＥＤ照明を導入し
た。また、上記トイレリニューアル工事において人感セン
サーを導入した。

小学校校舎大規模改造
事業、中学校校舎大規
模改造事業、小学校トイ
レ施設整備事業、中学
校トイレ施設整備事業、
小学校屋内運動場大規
模改造事業、中学校屋
内運動場大規模改造事
業等

認定こども園の新築工事(1件)、学校の大規模改造工事(11
件)、トイレリニューアル工事(11件)及び屋内運動場改造工
事(5件)と、他改修・修繕で新設・更新する照明器具・誘導
灯についてＬＥＤ照明を導入した。また、上記トイレリニュー
アル工事において人感センサーを導入した。

小学校校舎大規模改造
事業、中学校校舎大規
模改造事業、小学校トイ
レ施設整備事業、中学
校トイレ施設整備事業、
小学校屋内運動場大規
模改造事業、中学校屋
内運動場大規模改造事
業等

小学校給食調理室の増築工事(1件)・改築工事(1
件)、児童センター・公民館・高齢者いこいの間大規模
改修工事(1件)、学校の大規模改修工事(6件)、トイレ
リニューアル工事(11件)及び屋内運動場改造工事(5
件)と、他改修・修繕で新設・更新する照明器具・誘導
灯についてＬＥＤ照明を導入した。また、上記トイレリ
ニューアル工事において人感センサーを導入した。

△

吹田市役所エコオフィスプラン及び吹田市環境まちづくりガ
イドライン【開発・建築版】に基づき、公共施設の新築、大
規模改修の際には、高効率な省エネルギー型機器等の推
進を図るよう働きかけている。

環境マネジメントシステ
ム運用事業
環境まちづくりガイドライ
ン運用事業

吹田市役所エコオフィスプラン及び吹田市環境まちづくりガ
イドライン【開発・建築版】に基づき、公共施設の新築、大規
模改修の際には、高効率な省エネルギー型機器等の推進
を図るよう働きかけている。

環境マネジメントシステ
ム運用事業
環境まちづくりガイドライ
ン運用事業

吹田市役所エコオフィスプラン及び吹田市環境まちづ
くりガイドライン【開発・建築版】に基づき、公共施設の
新築、大規模改修の際には、高効率な省エネルギー
型機器等の推進を図るよう働きかけている。

○

平成29年度に引き続き、吹田市環境まちづくりガイドライン
等をHPに掲載することにより、再生可能エネルギーに関す
る啓発を行うとともに、おおさかスマートエネルギー協議会
（市町村部会）等に参加し情報収集を行った。平成30年度
は、本市で取り組んでいる電力調達について、各市町村へ
情報提供を行った。また、大阪府及び大阪市が共同で取り
組むおおさかスマートエネルギーセンターについて、ＨＰで
紹介し、市民・事業者に情報提供を行っている。

平成27年度に引き続き、吹田市環境まちづくりガイド
ライン等をHPに掲載することにより、再生可能エネル
ギーに関する啓発を行うとともに、おおさかスマートエ
ネルギー協議会（市町村部会）等に参加し情報収集
を行った。また、大阪府及び大阪市が共同で取り組
むおおさかスマートエネルギーセンターについて、ＨＰ
で紹介し、市民・事業者に情報提供を行っている。

環境まちづくりガイドライ
ン運用事業

平成28年度に引き続き、吹田市環境まちづくりガイドライン
等をHPに掲載することにより、再生可能エネルギーに関す
る啓発を行うとともに、おおさかスマートエネルギー協議会
（市町村部会）等に参加し情報収集を行った。また、大阪府
及び大阪市が共同で取り組むおおさかスマートエネルギー
センターについて、ＨＰで紹介し、市民・事業者に情報提供
を行っている。

環境まちづくりガイドライ
ン運用事業

【２】
公共施設におけ
る省エネルギー
機器等への改
修及び導入を進
めます。

【２】
家庭及び事業
所における省エ
ネルギー機器等
の改修及び導
入に係る促進策
を講じます。

環境政策室

環境政策室

資産経営室

環境政策室

【３】
再生可能エネル
ギーに関する啓
発活動や情報
提供を進めま
す。

地域経済振
興室
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平成28年度評価の理由
または

評価に対する担当室課の見解及び実績

備考
（当該施策に関連
する事業名等） 評価の理由

または
評価に対する担当室課の見解及び実績

平成29年度

備考
（当該施策に関連
する事業名等）

評価の理由
または

評価に対する担当室課の見解及び実績

第２次環境基本計画改訂版　平成30年度環境施策の実績一覧（H31.3.31現在）

１　限りあるエネルギーを大切に使う低炭素社会への転換

【１】ライフスタイルや事業活動の転換促進　　【２】省エネルギー機器等の導入促進　　【３】再生可能エネルギーの導入拡大

施策 担当室課

＜　参　考　＞

自己
評価

△

アジェンダ２１すいたとの連携・協働による十五夜ムーンラ
イトコンサートにおいて、昼間に太陽光パネルで充電した
電気自動車を展示し、その電力を使ってコンサートにかか
る電力をまかなうことで、太陽光発電の導入、普及に関す
る啓発を行った。

アジェンダ２１すいた推
進事業

環境啓発事業

アジェンダ２１すいたとの連携・協働により、同団体のニュー
スレターやエコプレスで、太陽光発電の導入、普及に関す
る啓発を行った。また、環境教育フェスタにおける出展事業
者が、太陽光パネルの展示を行い、啓発を行った。

アジェンダ２１すいた推
進事業

環境啓発事業

アジェンダ２１すいたとの連携・協働により、同団体の
ニュースレターやＨＰで、太陽光発電の導入、普及に
関する啓発を行った。

○

公共施設における屋根貸し事業については、発電を行って
いるJR吹田駅前中央自転車駐車場ほか２施設の発電実
績や写真等を市HPにて掲載し、啓発を行っている。
前年度に実施した高圧電力（負荷率40%以下）に加え、高
圧電力（負荷率40%以上）及び低圧電力（従量電灯A、従量
電灯B及び低圧電力）も対象とし、再生可能エネルギーの
導入拡大を創出することを目的に、再生可能エネルギー比
率の高い電気を供給する等、環境に配慮した小売電気事
業者からの電力調達を市有施設296施設で実施した。

公共施設における屋根貸し事業については、発電が開始さ
れたJR吹田駅前中央自転車駐車場ほか２施設の発電実
績や写真等を市HPにて掲載し、啓発を行った。また、推進
幹事会を立ち上げ、今後別の公共施設においても事業が
実施可能か検討を進めた。
また、吹田市庁舎ほか78施設において、再生可能エネル
ギーの導入拡大を創出することを目的に、再生可能エネル
ギー比率の高い電気を供給する等、環境に配慮した小売
電気事業者からの電力調達を実施した。

公共施設における屋根貸し事業に関しては、協定書
を締結した５施設のうち、２施設で事業が困難となっ
たが、JR吹田駅前中央自転車駐車場ほか２施設に
おいて発電が開始された。
また、再生可能エネルギーの導入拡大を創出するこ
とを目的に吹田市電力の調達に係る環境配慮方針を
策定した。

△

小中学校に対し概ね年間２校のペースで太陽光発電を導
入している。平成３０年度については太陽光発電の導入実
績がなかったが、令和元年度に平成３０年度に導入できな
かった分を含め、太陽光発電を４校導入予定であり、引き
続き小中学校に太陽光発電の導入を進めていく。

―

【吹田市立江坂大池小学校】
　太陽光発電 10kW を導入
【吹田市立豊津中学校】
　太陽光発電 10kW を導入
【吹田市立はぎのきこども園】
　太陽光発電 5.4kWを導入

小学校校舎大規模改造
事業、中学校校舎大規

模改造事業等

【吹田市立西山田小学校】
　太陽光発電 10kW を導入
【吹田市立千里丘中学校】
　太陽光発電 10kW を導入

△

平成26年8月9日開催の本市環境施策調整推進会議にお
いて、施設や設備の新設及び大規模改修時には、特段の
事情がない限り、再生可能エネルギーを導入すること並び
に既存の施設においても、可能な限り、積極的に再生可能
エネルギーの導入を図ることを決定したことを踏まえ導入
を進めている。

（平成30年度の導入実績）
【吹田市吹田南地区公民館】
太陽光発電　2.88kw
【吹田市山手地区公民館及び山手地区高齢者いこいの
間】
太陽光発電　4.4kw
【新いずみ公園】
太陽光発電　90kw
【いずみの園公園】
太陽光発電　130kw
【岸部駅北公共通路】
太陽光発電　5.61kw

環境マネジメントシステ
ム運用事業
環境まちづくりガイドライ
ン運用事業

平成26年8月9日開催の本市環境施策調整推進会議にお
いて、施設や設備の新設及び大規模改修時には、特段の
事情がない限り、再生可能エネルギーを導入すること並び
に既存の施設においても、可能な限り、積極的に再生可能
エネルギーの導入を図ることを決定したことを踏まえ導入を
進めている。

（平成29年度の導入実績）
【新佐竹台住宅】
太陽光発電 5.5ｋW（集会場）
太陽光発電 92W（街灯）
【吹田市立江坂大池小学校】
太陽光発電 10kW
【吹田市立豊津中学校】
太陽光発電 10kW
【はぎのきこども園】
太陽光発電 5.4kW

環境マネジメントシステ
ム運用事業
環境まちづくりガイドライ
ン運用事業

平成26年8月9日開催の本市環境施策調整推進会議
において、施設や設備の新設及び大規模改修時に
は、特段の事情がない限り、再生可能エネルギーを
導入すること並びに既存の施設においても、可能な
限り、積極的に再生可能エネルギーの導入を図るこ
とを決定したことを踏まえ導入を進めている。

（平成28年度の導入実績）
【千里山駅前交通広場】
太陽光発電 92W×2基
【吹田市立千里丘中学校】
太陽光発電 10kW
【吹田市立西山田小学校】
太陽光発電 10kW

【３】
公共施設におけ
る再生可能エネ
ルギー利用の
導入促進を図り
ます。

環境政策室

資産経営室

【３】
再生可能エネル
ギー利用を拡大
するため新たな
導入促進策を講
じます。

環境政策室

【３】
市民・事業者と
の連携・協働に
より太陽光発
電・太陽熱利用
の普及促進を図
ります。

環境政策室
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平成28年度

△

ごみ減量・再資源化推進活動促進業務を3地区に委託し、
各地区の啓発活動を推進した。
食品ロス削減講座「食品を捨てない冷蔵庫収納のコツ！」
を開催し、食品の在庫を把握することによる食品ロス削減
を啓発した。
パナソニックスタジアムのＧステージにて、食品ロス削減の
啓発を行った。

ごみ減量・再資源化啓
発事業

ごみ減量・再資源化推進活動促進業務を3地区に委託し、
各地区の啓発活動を推進した。
エコクッキング「NOフードロスキッチン」を開催し、食材を無
駄なく使用できる調理法を啓発した。
出前講座による、ごみ分別・減量についての啓発を行った。

ごみ減量・再資源化啓
発事業

ごみ減量・再資源化推進活動促進業務を8地区に委
託し、各地区の啓発活動を推進した。
冷蔵庫を整理することにより必要な食品が把握でき、
食品ロスを削減することにつながる。このような考え
から、冷蔵庫収納講座を開催した。食品ロス削減に
あまり関心のない54人の市民に対して啓発すること
ができた。
出前講座による、ごみ分別・減量についての啓発を
行った。

△
小学生を対象としたパッカー車出前講座を開催し、ごみの
分別・減量について啓発を行った。（36回）

事業所減量・資源化指
導事業

小学生を対象としたパッカー車出前講座を開催し、ごみの
分別・減量について啓発を行った。（36回）

事業所減量・資源化指
導事業

小学生を対象としたパッカー車出前講座を開催し、ご
みの分別・減量について啓発を行った。（36回）

△

廃棄物減量等推進員3地区連絡会にごみ減量・再資源化
推進活動促進業務を委託し、パネルの展示や、ごみの分
別指導などを行ってもらい、各地区の啓発活動を推進し
た。

ごみ減量・再資源化啓
発事業

廃棄物減量等推進員3地区連絡会にごみ減量・再資源化
推進活動促進業務を委託し、パネルの展示や、ごみの分
別指導などを行ってもらい、各地区の啓発活動を推進し
た。

ごみ減量・再資源化啓
発事業

廃棄物減量等推進員8地区連絡会にごみ減量・再資
源化推進活動促進業務を委託し、パネルの展示や、
ごみの分別指導などを行っていただき、各地区の啓
発活動を推進した。

△

環境教育担当者会を４月に実施し、各校に環境教育に関
する情報や市民団体や事業者との連携・協働について発
信することで、年間の見通しを持って、出前授業や体験活
動の充実を図ることができた。

環境教育推進事業

環境教育担当者会を２回実施し、各校に環境教育に関する
情報や市民団体や事業者との連携・協働について、共有さ
せることができ、実際に出前授業や体験活動、取組を発表
する場を設定することができた。

環境教育推進事業
昨年度に引き続き、各関係機関と連携を図りながら、
各校の実情に合わせて、校内ミニ水田や学童農園,な
ど体験的な学習を実施することができた。

△
ごみ排出量1.5ｔ以上の事業者向け研修会を実施し、事業
者に対するごみの減量・再資源化の促進に努めた。今後も
取組を継続し、事業者の意識向上を図る必要がある。

ごみ減量・再資源化啓
発事業

ごみ排出量1.5ｔ以上の事業者向け研修会を実施し、事業者
に対するごみの減量・再資源化の促進に努めた。今後も取
組を継続し、事業者の意識向上を図る必要がある。

ごみ減量・再資源化啓
発事業

ごみ排出量1.5ｔ以上の事業者向け研修会１回、紙ご
み削減講習会１回、新たに市の環境施設見学会１
回、減量計画書記載方法説明会２回を実施し、事業
所におけるごみの減量・再資源化の促進に努めた。
今後も取組を継続し、事業者の意識向上を図る必要
がある。

△
事業所を訪問調査し、廃棄物の適切な排出方法や分別方
法について、指導啓発及び情報提供を行った。（97回）

事業所減量・資源化指
導事業

事業所を訪問調査し、廃棄物の適切な排出方法や分別方
法について、指導啓発及び情報提供を行った。（307回）

事業所減量・資源化指
導事業

事業所を訪問調査し、廃棄物の適切な排出方法や分
別方法について、指導啓発及び情報提供を行った。
（253回）
※正確を期すため、平成29年度に公表したものから
内容を一部変更しています。

レジ袋削減・マイバッグ推進協議会を設置し、市民、
事業者、行政の協働による取組を進めた。また、北
摂地域での広域的取組を継続・強化する必要がある
ため、平成３０年４月に北摂地域レジ袋無料配布中
止協定の締結に向け取組を推進している。
（協議会開催：２回、協議会市民部会開催：２回）
（北摂地域におけるレジ袋削減等に係る意見交換会
実績：２回)
（関連実績：マイバッグキャンペーン：１１箇所【市内
スーパー店頭】　北摂地域共通マイバッグキャンペー
ン：１回、環境教育フェスタでオリジナルマイバッグ作
製：１回）

レジ袋削減・マイバッグ推進協議会を設置し、市民、事業
者、行政の協働による取組を進めた。また、平成３０年２月
１８日に北摂７市３町と食品スーパー９社でレジ袋無料配布
中止を趣旨とする協定締結式を実施し、平成３０年６月１日
からレジ袋の無料配布が中止となる。
（協議会開催：２回、協議会市民部会開催：１回）
（関連実績：マイバッグキャンペーン：１８か所【市内スー
パー店頭】　北摂地域共通マイバッグキャンペーン：１回、
環境教育フェスタでオリジナルマイバッグ作製：１回）

ごみ減量・再資源化啓
発事業

第２次環境基本計画改訂版　平成30年度環境施策の実績一覧（H31.3.31現在）

２ 資源を大切にする社会システムの形成

【１】発生抑制を優先する社会への転換　　【２】多くの市民が参加しやすいリサイクルシステムの構築　　【３】排出者責任の確立と事業系ごみの減量促進
【４】持続可能な低炭素社会実現に寄与する収集体制や処理システムの構築　　【５】水資源の有効利用と健全な水循環の推進

施策 担当室課
自己
評価

平成29年度評価の理由
または

評価に対する担当室課の見解及び実績

備考
（当該施策に関連
する事業名等）

＜　参　考　＞

【１】
生ごみのたい肥
化などに関する
啓発活動や情
報提供の充実を
図ります。

環境政策室

事業課

評価の理由
または

評価に対する担当室課の見解及び実績

備考
（当該施策に関連
する事業名等）

評価の理由
または

評価に対する担当室課の見解及び実績

【１】
市民団体や事
業者との連携・
協働により学校
や地域の環境
教育・環境学習
の充実を図りま
す。

環境政策室

指導室

【１】
環境マネジメン
トシステムの普
及や事業所向
け啓発活動・情
報提供活動の
充実を図りま
す。

環境政策室

事業課

【１】
市民・事業者・
行政のパート
ナーシップで、レ
ジ袋削減・マイ
バッグ持参運動
やエコイベントな
どを推進しま
す。

環境政策室 ○

平成30年4月1日に北摂7市3町と食品スーパー9社でレジ
袋無料配布中止を趣旨とする協定を締結した。また、同年
6月1日より北摂マイバッグ持参促進・レジ袋削減協議会を
設置し、事業者及び自治体が連携のうえ、協定締結事業
者拡大に向けた取組等を推進している。
（意見交換会開催：2回、協議会開催：2回）
（北摂地域マイバッグキャンペーン：1回、マイバッグキャン
ペーン：20か所【市内スーパー店頭】、大学と連携したマイ
バッグキャンペーン2か所）

ごみ減量・再資源化啓
発事業
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平成28年度

第２次環境基本計画改訂版　平成30年度環境施策の実績一覧（H31.3.31現在）

２ 資源を大切にする社会システムの形成

【１】発生抑制を優先する社会への転換　　【２】多くの市民が参加しやすいリサイクルシステムの構築　　【３】排出者責任の確立と事業系ごみの減量促進
【４】持続可能な低炭素社会実現に寄与する収集体制や処理システムの構築　　【５】水資源の有効利用と健全な水循環の推進

施策 担当室課
自己
評価

平成29年度評価の理由
または

評価に対する担当室課の見解及び実績

備考
（当該施策に関連
する事業名等）

＜　参　考　＞

評価の理由
または

評価に対する担当室課の見解及び実績

備考
（当該施策に関連
する事業名等）

評価の理由
または

評価に対する担当室課の見解及び実績

×
レジ袋の無料配布中止を趣旨とした協定が締結されたこと
から、レジ袋削減・マイバッグ推進協議会は、平成30年5月
31日をもって発展的解散となった。

事業所減量・資源化指
導事業

レジ袋削減・マイバッグ推進協議会に参加し市民、事業者、
行政の協働による取り組みを進めた。

事業所減量・資源化指
導事業

レジ袋削減・マイバッグ推進協議会に参加し市民、事
業者、行政の協働による取り組みを進めた。

△
搬入されてきた燃焼ごみ以外のごみを適正に処理し、焼却
対象のごみの量の減量及び再資源化を図れており、継続
して効果はあがっている。（実績35品目　6449.18ｔ）

ごみ処理事業
搬入されてきた燃焼ごみ以外のごみを適正に処理し、焼却
対象のごみの量の減量及び再資源化を図れており、継続
して効果はあがっている。（実績35品目　5963.42ｔ）

ごみ処理事業

搬入されてきた燃焼ごみ以外のごみを適正に処理
し、焼却対象のごみの量の減量及び再資源化を図れ
ており、継続して効果はあがっている。（実績36品目
5804.11ｔ）

ごみ減量・再資源化啓
発事業

廃棄物減量等推進員事
業

事業所減量・資源化指
導事業

【１】
市民・事業者・
行政のパート
ナーシップで、レ
ジ袋削減・マイ
バッグ持参運動
やエコイベントな
どを推進しま
す。

事業課

【２】
12種分別の徹
底、ごみの減量
や再資源化を市
民全体に浸透さ
せるための仕組
みづくりを進め
ます。

環境政策室 △

家庭系ごみ、事業系ごみ及び１人１日あたりのごみの排出
量は前年度と比較して増加した。リサイクル率は低下した。
家庭系ごみは、講座等を通じてごみの減量・再資源化につ
いて啓発を行っている。また、マイバッグ持参促進運動の
展開により、市民のみならず事業者の環境意識の向上に
つながっている。さらに、事業系ごみについても、事業者へ
の指導を実施している。
今後も、実践的な取組を継続するとともに、発生抑制を優
先する社会への転換に向けた取組の推進を図る必要があ
る。

市民向け：ごみ減量再資源化講座「コロッケ先生の紙はご
みじゃない！！」、食品ロス削減講座「食品を捨てない冷蔵
庫収納のコツ！」、環境施設見学会3回、パナソニックスタ
ジアムのＧステージで食品ロス削減の啓発
推進員向け：全体会（1か所）を開催、環境施設見学会4回
開催
（マイバッグキャンペーン：市内20か所＋北摂地域共通マイ
バッグキャンペーン1回＋大学と連携したマイバッグキャン
ペーン2回）

ごみ減量・再資源化啓
発事業

廃棄物減量等推進員事
業

破砕選別工
場

家庭系ごみ及び事業系ごみは前年度と比較して増加
した。家庭系ごみについては、人口の増加によるもの
である。しかしながら、１人１日あたりのごみの排出量
については、減少した。
家庭系ごみは、出前講座等を通じて分別や排出方法
について啓発を行っている。また、マイバッグ持参促
進運動の展開により、市民のみならず事業所も環境
意識の向上につながっている。さらに、事業系ごみに
ついても、事業者への指導を実施している。
今後も、実践的な取組を継続するとともに、発生抑制
を優先する社会への転換に向けた取組の推進を図る
必要性がある。

出前講座：H28年度　2か所
講習会：冷蔵庫収納術講習会、紙ごみ削減講習会
フードドライブによる食品ロス削減の啓発
推進員研修会：H28年度　ブロック別研修会（2か所）
を開催
（マイバッグキャンペーン：H28年度　市内11カ所　11
回＋北摂合同マイバッグキャンペーン）

ごみの減量・再資源化を促進するため、市民を対象
とした環境施設見学会の開催を新たに実施すること
ができた。

事業課 △
事業所を訪問調査し、廃棄物の適切な排出方法や分別方
法について、指導啓発及び情報提供を行った。（97回）

事業所減量・資源化指
導事業

市内自治会に対して出前講座等を開催し、１２種分
別や再資源化に関する啓発活動を行った。（７回）

事業所を訪問調査し、廃棄物の適切な排出方法や分
別方法について、指導啓発及び情報提供を行った。
（253回）
※正確を期すため、平成29年度に公表したものから
内容を一部変更しています。

事業所を訪問調査し、廃棄物の適切な排出方法や分別方
法について、指導啓発及び情報提供を行った。（307回）

家庭系ごみは前年度と比較して微増した。事業系ごみは前
年度と比較して微減した。１人１日あたりのごみの排出量に
ついては微増したが、リサイクル率は増加した。
家庭系ごみは、出前講座等を通じて分別や排出方法につ
いて啓発を行っている。また、マイバッグ持参促進運動の
展開により、市民のみならず事業者も環境意識の向上につ
ながっている。さらに、事業系ごみについても、事業者への
指導を実施している。
今後も、実践的な取組を継続するとともに、発生抑制を優
先する社会への転換に向けた取組の推進を図る必要があ
る。

出前講座：H29年度　5か所
講習会：エコクッキング
推進員研修会：H29年度　全体会（2か所）を開催、環境施
設見学会5回開催、シンプルライフに係る研修会を開催
（マイバッグキャンペーン：H29年度　市内18か所＋北摂地
域共通マイバッグキャンペーン1回）

ごみの減量・再資源化を促進するため、市民を対象とした
環境施設見学会を3回開催した。
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平成28年度

第２次環境基本計画改訂版　平成30年度環境施策の実績一覧（H31.3.31現在）

２ 資源を大切にする社会システムの形成

【１】発生抑制を優先する社会への転換　　【２】多くの市民が参加しやすいリサイクルシステムの構築　　【３】排出者責任の確立と事業系ごみの減量促進
【４】持続可能な低炭素社会実現に寄与する収集体制や処理システムの構築　　【５】水資源の有効利用と健全な水循環の推進

施策 担当室課
自己
評価

平成29年度評価の理由
または

評価に対する担当室課の見解及び実績

備考
（当該施策に関連
する事業名等）

＜　参　考　＞

評価の理由
または

評価に対する担当室課の見解及び実績

備考
（当該施策に関連
する事業名等）

評価の理由
または

評価に対する担当室課の見解及び実績

△

本庁舎及び出張所等において廃食用油の回収を行い、事
業者に売却し、有効活用を図った。今後、更に市民にとっ
て利便性の良い回収場所や有効な活用方法について検討
する必要がある。　　（廃食用油売却量：H30年度　5,940
㎏）

ごみ減量・再資源化啓
発事業

本庁舎及び出張所等において廃食用油の回収を行い、事
業者に売却し、有効活用を図った。また、交流活動会館と
下新田自治会館を新たに回収拠点とし、回収拠点を１4か
所へ拡大することで廃食用油の回収量を大幅に増加させる
ことができた。今後、更に市民にとって利便性の良い回収
場所や有効な活用方法について検討する必要がある。
（廃食用油売却量：H29年度　5,230㎏）

ごみ減量・再資源化啓
発事業

本庁舎及び出張所等において廃食用油の回収を行
い、事業者に売却し、有効活用を図った。また、目俵
市民体育館も回収拠点とし、回収拠点を１2か所へ拡
大した。今後、更に市民にとって利便性の良い回収
場所や有効な活用方法について検討する必要があ
る。　　（廃食用油売却量：H28年度　4,380㎏）

△
ペットボトルの回収量は微増した。回収量：203.44ｔ　回収拠
点：108箇所

家庭系ごみ収集運搬直
営事業
家庭系ごみ収集運搬委
託事業

ペットボトルの回収量、回収拠点ともに微減した。回収量：
197.04ｔ　回収拠点：108箇所

家庭系ごみ収集運搬直
営事業
家庭系ごみ収集運搬委
託事業

ペットボトルの回収量は微減したが、回収拠点を拡大
した。回収量：203ｔ　回収拠点：112箇所

△

搬入されたごみを適正に処理し、各種再生品目に選別を
行うことにより再生資源事業者に売却した。また、再生資
源事業者と情報交換を行い、再生利用の取り組みを行って
いる。（実績35品目　6449.18ｔ）

ごみ処理事業

搬入されたごみを適正に処理し、各種再生品目に選別を行
うことにより再生資源事業者に売却した。また、再生資源事
業者と情報交換を行い、再生利用の取り組みを行ってい
る。（実績35品目　5963.42ｔ）

ごみ処理事業

搬入されたごみを適正に処理し、各種再生品目に選
別を行うことにより再生資源事業者に売却した。ま
た、再生資源事業者と情報交換を行い、再生利用の
取り組みを行っている。（実績36品目　5804.11ｔ）

△
小学生を対象としたパッカー車出前講座を開催し、集団回
収やリサイクル活動について啓発を行った。（36回)

事業所減量・資源化指
導事業

小学生を対象としたパッカー車出前講座を開催し、集団回
収やリサイクル活動について啓発を行った。（36回)

事業所減量・資源化指
導事業

小学生を対象としたパッカー車出前講座を開催し、集
団回収やリサイクル活動について啓発を行った。（36
回)

再生資源集団回収への報償金の交付を行ない、市
民等への支援を実施した。また、環境表彰式展で、ご
み減量・再資源化に取り組んでいただいている市民・
事業所等への表彰を行なった。
今後、より効果的な支援策や啓発活動について検討
及び実施する必要がある。

（再生資源集団回収実績：H28年度　463団体、8,877
トン）
回収量は、新聞等の発行部数と比例して減少してい
る。また、実施団体数は前年度と比較して増加してお
り、延べ実施回数は減少している。今後も、啓発活動
に努める。
（ごみ減量・再資源化推進活動功労者表彰　：H28年
度2個人、9団体）

ごみ減量・再資源化推進活動促進業務を8地区に委
託し、各地区の啓発活動を推進した。マイバッグ持参
運動によるごみの減量を推進した。出前講座による
ごみの分別・減量の啓発を行った。

【２】
資源ごみ分別収
集やペットボト
ル･廃食用油な
どの拠点回収等
の拡大など、リ
サイクル手段の
拡充を進めま
す。

環境政策室

事業課

破砕選別工
場

【２】
再生資源集団
回収など、地域
リサイクル活動
の活性化を図り
ます。

環境政策室 △

再生資源集団回収への報償金の交付を行ない、市民等へ
の支援を実施した。また、ごみ減量・再資源化に取り組ん
でいる市民・事業者等に対する表彰を行った。
今後、より効果的な支援策や啓発活動について検討及び
実施する必要がある。

（再生資源集団回収実績：H30年度　454団体、8,112トン）
回収量は、新聞等の発行部数と比例して減少している。ま
た、実施団体数は前年度と比較して減少しているため、さ
らなる啓発活動に努める。
ごみ減量・再資源化推進活動促進業務を3地区に委託し、
各地区の啓発活動を推進した。マイバッグ持参運動による
ごみの減量を推進した。

再生資源集団回収実施
団体に対する報償金交
付事業

ごみ減量・再資源化啓
発事業

事業課

再生資源集団回収実施
団体に対する報償金交
付事業

ごみ減量・再資源化啓
発事業

再生資源集団回収への報償金の交付を行ない、市民等へ
の支援を実施した。また、ごみ減量・再資源化に取り組んで
いる市民・事業者等に対する表彰を行った。
今後、より効果的な支援策や啓発活動について検討及び
実施する必要がある。

（再生資源集団回収実績：H29年度　455団体、8,357トン）
回収量は、新聞等の発行部数と比例して減少している。ま
た、実施団体数は前年度と比較して減少しているため、さら
なる啓発活動に努める。
（ごみ減量・再資源化推進活動功労者表彰　：H29年度2個
人、10団体）

ごみ減量・再資源化推進活動促進業務を3地区に委託し、
各地区の啓発活動を推進した。マイバッグ持参運動による
ごみの減量を推進した。出前講座によるごみの分別・減量
の啓発を行った。
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平成28年度

第２次環境基本計画改訂版　平成30年度環境施策の実績一覧（H31.3.31現在）

２ 資源を大切にする社会システムの形成

【１】発生抑制を優先する社会への転換　　【２】多くの市民が参加しやすいリサイクルシステムの構築　　【３】排出者責任の確立と事業系ごみの減量促進
【４】持続可能な低炭素社会実現に寄与する収集体制や処理システムの構築　　【５】水資源の有効利用と健全な水循環の推進

施策 担当室課
自己
評価

平成29年度評価の理由
または

評価に対する担当室課の見解及び実績

備考
（当該施策に関連
する事業名等）

＜　参　考　＞

評価の理由
または

評価に対する担当室課の見解及び実績

備考
（当該施策に関連
する事業名等）

評価の理由
または

評価に対する担当室課の見解及び実績

△

再生資源集団回収業者の定例会議に年１回参加し、意見
交換を行っている。

資源リサイクルセンターでは、自転車、木工、布等の各市
民工房において、指導員が修理のアドバイスを行ったり、
不要となったものを使用可能な再生品に作り変えるなど、
リサイクル活動の実践を行っている。また、展示コーナーに
おいて、市民工房で再生した成果品を常設展示している。

再生資源集団回収実施
団体に対する報償金交
付事業

資源リサイクルセンター
事業

再生資源集団回収業者の定例会議に年１回参加し、意見
交換を行っている。

資源リサイクルセンターでは、自転車工房や木工、布等の
各工房において、指導員が、修理のアドバイスを行ったり、
不要となったものを、使用可能な再生品につくりかえるな
ど、リサイクル活動の実践を行っている。

再生資源集団回収実施
団体に対する報償金交
付事業

資源リサイクルセンター
事業

再生資源集団回収業者の定例会議に年１回参加し、
意見交換をおこなっている。

資源リサイクルセンターでは、自転車工房や木工、布
等の各工房において、指導員が、修理のアドバイス
を行ったり、不要となったものを、使用可能な再生品
につくりかえるなど、リサイクル活動の実践を行って
いる。

△ 未実施 未実施 未実施

△

搬入されたごみを適正に処理し、各種再生品目に選別を
行うことにより再生資源事業者に売却した。また、再生資
源事業者と情報交換を行い、再生利用の取り組みを行って
いる。（実績35品目　6449.18ｔ）

ごみ処理事業

搬入されたごみを適正に処理し、各種再生品目に選別を行
うことにより再生資源事業者に売却した。また、再生資源事
業者と情報交換を行い、再生利用の取り組みを行ってい
る。（実績35品目　5963.42ｔ）

ごみ処理事業

搬入されたごみを適正に処理し、各種再生品目に選
別を行うことにより再生資源事業者に売却した。ま
た、再生資源事業者と情報交換を行い、再生利用の
取り組みを行っている。（実績36品目　5804.11ｔ）

△

市が受け入れる事業系一般廃棄物の排出量が、月2トン以
上の全ての事業所（多量排出占有者）に対し、廃棄物管理
責任者を選任させ、「事業系一般廃棄物減量計画書」の提
出を義務付けている。（多量排出占有者　H30年度　201事
業者）

ごみ減量・再資源化啓
発事業

市が受け入れる事業系一般廃棄物の排出量が、月2トン以
上の全ての事業所（多量排出占有者）に対し、廃棄物管理
責任者を選任させ、「事業系一般廃棄物減量計画書」の提
出を義務付けている。（多量排出占有者　H29年度　202事
業者）

ごみ減量・再資源化啓
発事業

市が受け入れる事業系一般廃棄物の排出量が、月2
トン以上の全ての事業所（多量排出占有者）に対し、
廃棄物管理責任者を選任させ、「事業系一般廃棄物
減量計画書」の提出を義務付けている。（多量排出占
有者　H28年度　208事業者）

△

多量排出占有者に対してごみ質調査を行い、排出者責任
の意識の向上を図った。（5回）
多量排出占有者と共同で行う入居テナントへの指導啓発
について、平成30年度は実施できなかった。

事業所減量・資源化指
導事業

多量排出占有者に対してごみ質調査を行い、排出者責任
の意識の向上を図った。（29回）
多量排出占有者と共同で入居テナントに指導啓発を行い、
排出者責任の意識の向上を図った。（10回）

事業所減量・資源化指
導事業

多量排出占有者に対してごみ質調査を行い、排出者
責任の意識の向上を図った。（23回）
多量排出占有者と共同で入居テナントに指導啓発を
行い、排出者責任の意識の向上を図った。（68回）
※正確を期すため、平成29年度に公表したものから
内容を一部変更しています。

【２】
再生品の使用
拡大を図るとと
もに、再生資源
事業者との連携
によりリサイクル
システムの安定
化を目指しま
す。

環境政策室

事業課

破砕選別工
場

【３】
廃棄物管理責
任者等を通じた
排出管理指導
の強化を図り、
事業者全体に
排出者責任の
意識を浸透させ
ます。

環境政策室

事業課
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平成28年度

第２次環境基本計画改訂版　平成30年度環境施策の実績一覧（H31.3.31現在）

２ 資源を大切にする社会システムの形成

【１】発生抑制を優先する社会への転換　　【２】多くの市民が参加しやすいリサイクルシステムの構築　　【３】排出者責任の確立と事業系ごみの減量促進
【４】持続可能な低炭素社会実現に寄与する収集体制や処理システムの構築　　【５】水資源の有効利用と健全な水循環の推進

施策 担当室課
自己
評価

平成29年度評価の理由
または

評価に対する担当室課の見解及び実績

備考
（当該施策に関連
する事業名等）

＜　参　考　＞

評価の理由
または

評価に対する担当室課の見解及び実績

備考
（当該施策に関連
する事業名等）

評価の理由
または

評価に対する担当室課の見解及び実績

△

多量排出占有者202事業者に対し、ごみ減量マニュアルを
配布した。また、吹田市役所におけるごみ質調査を実施
し、事務なびにて分別の徹底を図るよう周知を行った。ま
た、事業系一般廃棄物について研修会を開催し、紙類をは
じめとしたごみの減量・再資源化への意識を高めた。

ごみ減量・再資源化啓
発事業

多量排出占有者202事業者に対し、ごみ減量マニュアルを
配布した。また、吹田市役所におけるごみ質調査を実施し、
事務なびにて分別の徹底を図るよう周知を行った。また、
事業系一般廃棄物について研修会を開催し、紙類をはじめ
としたごみの減量・再資源化への意識を高めた。

ごみ減量・再資源化啓
発事業

多量排出占有者208事業者に対し、ごみ減量マニュ
アルを配布した。また、吹田市役所におけるごみ質調
査を実施し、分別の徹底を図るよう周知を行った。ま
た、事業系一般廃棄物について研修会を開催し、紙
ごみの減量・再資源化への意識を高めた。また、新
たに市の環境施設見学会を実施した。

△

事業所を訪問調査し、廃棄物の適切な排出方法や分別方
法について、指導啓発及び情報提供を行った。（97回）
また、本市主催の事業系ごみに関する研修会に参加し、参
加者に対して指導啓発を行った。

事業所減量・資源化指
導事業

事業所を訪問調査し、廃棄物の適切な排出方法や分別方
法について、指導啓発及び情報提供を行った。（307回）
また、本市主催の事業系ごみに関する研修会に参加し、参
加者に対して指導啓発を行った。

事業所減量・資源化指
導事業

事業所を訪問調査し、廃棄物の適切な排出方法や分
別方法について、指導啓発及び情報提供を行った。
（253回）
また、本市主催の事業系ごみに関する研修会に参加
し、参加者に対して指導啓発を行った。
※正確を期すため、平成29年度に公表したものから
内容を一部変更しています。

△

搬入時に持ち込みごみの常時監視を行い焼却不適物の持
ち帰りの指導を行うとともに、搬入時に持ち込んだ古紙等
資源化物は、計量前の資源回収ボックスに投入するよう指
導している(検査回数： ３4回、資源回収量：７２．０３トン）

資源循環エネルギーセ
ンター塵芥焼却処理事
業

搬入時に持ち込みごみの常時監視を行い焼却不適物の持
ち帰りの指導を行うとともに、搬入時に持ち込んだ古紙等
資源化物は、計量前の資源回収ボックスに投入するよう指
導している(検査回数： ３８回、資源回収量：９５．５５トン）。

資源循環エネルギーセ
ンター塵芥焼却処理事
業

搬入時に持ち込みごみの常時監視を行い焼却不適
物の持ち帰りの指導を行うとともに、搬入時に持ち込
んだ古紙等資源化物は、計量前の資源回収ボックス
に投入するよう指導している(検査回数： ４０回、資源
回収量：113.82トン）。

【３】
事業系ごみに関
する情報提供の
充実、多量排出
占有者等への
指導強化等によ
り、リサイクルを
促進します。

環境政策室

事業課

【３】
燃焼ごみ以外の
搬入禁止を周知
徹底するととも
に、古紙等資源
回収ボックスの
利用を促しま
す。

資源循環エ
ネルギーセ
ンター
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平成28年度

第２次環境基本計画改訂版　平成30年度環境施策の実績一覧（H31.3.31現在）

２ 資源を大切にする社会システムの形成

【１】発生抑制を優先する社会への転換　　【２】多くの市民が参加しやすいリサイクルシステムの構築　　【３】排出者責任の確立と事業系ごみの減量促進
【４】持続可能な低炭素社会実現に寄与する収集体制や処理システムの構築　　【５】水資源の有効利用と健全な水循環の推進

施策 担当室課
自己
評価

平成29年度評価の理由
または

評価に対する担当室課の見解及び実績

備考
（当該施策に関連
する事業名等）

＜　参　考　＞

評価の理由
または

評価に対する担当室課の見解及び実績

備考
（当該施策に関連
する事業名等）

評価の理由
または

評価に対する担当室課の見解及び実績

△

吹田市役所エコオフィスプランに基づき、コピー用紙購入
枚数の削減に取組んでいるが、増加傾向である。各室課
に、裏紙利用等を呼びかけ、コピー用紙使用枚数の削減を
図る。また、タブレットを導入し、庁内でのペーパーレス化
を目指す。

環境マネジメント運用事
業

吹田市役所エコオフィスプランに基づき、コピー用紙購入枚
数の削減に取組んでいるが、増加傾向である。

環境マネジメントシステ
ム運用事業

吹田市役所エコオフィスプランに基づき、コピー用紙
購入枚数の削減に取組んでいるが、増加傾向であ
る。

△

下水汚泥はコンポスト（肥料化）として活用することにより、
下水道資源の有効利用ができた。
今後、より循環型社会に対応した汚泥処理方法の検討を
引き続き進め、継続的、安定的なシステム構築を目指す。

平成30年度実績
  汚泥有効利用量　　　     13403.310 t

処理場建設改良
処理場維持管理

下水汚泥はコンポスト（肥料化）として活用することにより、
下水道資源の有効利用ができた。
今後、より循環型社会に対応した汚泥処理方法の検討を
引き続き進め、継続的、安定的なシステム構築を目指す。

平成29年度実績
  汚泥有効利用量　　　     14376.22 t

処理場建設改良
処理場維持管理

下水汚泥はコンポスト（肥料化）と建設資材（セメント
化）として活用することにより、下水道資源の有効利
用が出来た。
今後、より循環型社会に対応した、汚泥処理方法の
検討を引き続き進め、継続的、安定的なシステム構
築を目指す。

平成28年度実績
  汚泥有効利用量合計　     14792.15 t
  コンポスト量（肥料化）   12742.54 t
  建築資材量（セメント化）  2049.61 t

街路樹の剪定枝を焼却せずにチップ化し、緑地帯に
マルチング材として使用し、ごみの減量に取り組ん
だ。
（平成２８年度実績数量：６６．４t）

平成27年度より新規事業として樹木再資源化事業が
実施された。公園樹木の落葉を腐葉土化して花壇の
土として使用したり、剪定枝をチップ化して自然路の
舗装材として使用するなど、公園の維持管理を通じ
てごみ減量行動に取り組んだ。

平成28年度実績：剪定枝のチップ化　144ｔ

街路樹等維持管理事業

樹木再資源化事業

道路室

公園みどり
室

水再生室

△
街路樹の伐採木を焼却処分せずにチップ化。
（平成３０年度実績数量：１３１ｔ）

街路樹の伐採木を焼却せずにチップ化し、緑地帯にマルチ
ング材として使用し、ごみの減量に取り組んだ。
（平成２９年度実績数量：３３４t）

平成27年度より新規事業として樹木再資源化事業が実施
された。公園樹木の落葉を腐葉土化して花壇の土として使
用したり、剪定枝をチップ化して自然路の舗装材として使用
するなど、公園の維持管理を通じてごみ減量行動に取り組
んだ。

平成29年度実績：剪定枝のチップ化　225ｔ

△

公園樹木の落葉を腐葉土化して花壇の土として使用した
り、剪定枝をチップ化して自然路の舗装材として使用する
など、公園の維持管理を通じてごみ減量行動に取り組ん
だ。

平成30年度実績：剪定枝のチップ化　238ｔ

樹木再資源化事業

【３】
除草ごみ、剪定
枝の腐葉土化
や堆肥化、下水
汚泥の肥料化
や建設資材化な
ど、市がごみ減
量行動を率先し
ます。

環境政策室

街路樹等維持管理事業
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平成28年度

第２次環境基本計画改訂版　平成30年度環境施策の実績一覧（H31.3.31現在）

２ 資源を大切にする社会システムの形成

【１】発生抑制を優先する社会への転換　　【２】多くの市民が参加しやすいリサイクルシステムの構築　　【３】排出者責任の確立と事業系ごみの減量促進
【４】持続可能な低炭素社会実現に寄与する収集体制や処理システムの構築　　【５】水資源の有効利用と健全な水循環の推進

施策 担当室課
自己
評価

平成29年度評価の理由
または

評価に対する担当室課の見解及び実績

備考
（当該施策に関連
する事業名等）

＜　参　考　＞

評価の理由
または

評価に対する担当室課の見解及び実績

備考
（当該施策に関連
する事業名等）

評価の理由
または

評価に対する担当室課の見解及び実績

△
ペットボトルの回収量は微増した。回収量：203.44ｔ　回収拠
点：108箇所

家庭系ごみ収集運搬直
営事業
家庭系ごみ収集運搬委
託事業

ペットボトルの回収量、回収拠点ともに微減した。回収量：
197.04ｔ　回収拠点：108箇所

家庭系ごみ収集運搬直
営事業
家庭系ごみ収集運搬委
託事業

ペットボトルの回収量は微減したが、回収拠点を拡大
した。回収量：203ｔ　回収拠点：112箇所

△

市民の暮らしを支える安心安全な施設として、長期にわた
り稼働できるように、計画的に整備を実施しました。また、
焼却で生じた熱をごみ発電等で、積極的に利用することに
より持続可能な低炭素社会実現に寄与しました。（建設分
担金：１，０８８千円）

大阪湾広域廃棄物埋立
処分場整備事業

市民の暮らしを支える安心安全な施設として、長期にわた
り稼働できるように、計画的に整備を実施しました。また、
焼却で生じた熱をごみ発電等で、積極的に利用することに
より持続可能な低炭素社会実現に寄与しました。（建設分
担金：１，８２３千円）

大阪湾広域廃棄物埋立
処分場整備事業

市民の暮らしを支える安心安全な施設として、長期に
わたり稼働できるように、計画的に整備を実施しまし
た。また、焼却で生じた熱をごみ発電等で、積極的に
利用することにより持続可能な低炭素社会実現に寄
与しました。（建設分担金：2,018千円）

△

施設の老朽化に伴い、安定した運用ができるようごみ処理
計画に基づき整備・修繕を実施し、処理を行っている。ごみ
の選別を行うことにより減量及び再資源化を効率的に行う
とともに循環社会の推進を図っている。（実績35品目
6449.18ｔ）

ごみ処理事業

施設の老朽化に伴い、安定した運用ができるようごみ処理
計画に基づき整備・修繕を実施し、処理を行っている。ごみ
の選別を行うことにより減量及び再資源化を効率的に行う
とともに循環社会の推進を図っている。（実績35品目
5963.42ｔ）

ごみ処理事業

施設の老朽化に伴い、安定した運用ができるようご
み処理計画に基づき整備・修繕を実施し、処理を行っ
ている。ごみの選別を行うことにより減量及び再資源
化を効率的に行うとともに循環社会の推進を図って
いる。（実績36品目　5804.11ｔ）

△

最終処分量を削減するために、ごみ減量施策を実施すると
ともに、焼却後の灰から鉄分や溶融スラグ、メタルを生成し
再資源化することにより、積極的に資源回収並びに利用促
進に努めました。（建設分担金：１，０８８千円）

大阪湾広域廃棄物埋立
処分場整備事業

最終処分量を削減するために、ごみ減量施策を実施すると
ともに、焼却後の灰から鉄分や溶融スラグ、メタルを生成し
再資源化することにより、積極的に資源回収並びに利用促
進に努めました。（建設分担金：１，８２３千円）

大阪湾広域廃棄物埋立
処分場整備事業

最終処分量を削減するために、ごみ減量施策を実施
するとともに、焼却後の灰から鉄分や溶融スラグ、メ
タルを生成し再資源化することにより、積極的に資源
回収並びに利用促進に努めました。（建設分担金：
２，0１８千円）

△
搬入されてきた燃焼ごみ以外のごみを適正に処理し、焼却
対象のごみの量の減量及び再資源化を図れており、継続
して効果はあがっている。（実績35品目　6449.18ｔ）

ごみ処理事業
搬入されてきた燃焼ごみ以外のごみを適正に処理し、焼却
対象のごみの量の減量及び再資源化を図れており、継続
して効果はあがっている。（実績35品目　5963.42ｔ）

ごみ処理事業

搬入されてきた燃焼ごみ以外のごみを適正に処理
し、焼却対象のごみの量の減量及び再資源化を図れ
ており、継続して効果はあがっている。（実績36品目
5804.11ｔ）

【４】
ごみ減量を推進
し最終処分量の
削減に努めま
す。

資源循環エ
ネルギーセ
ンター

破砕選別工
場

【４】
施設の適切な維
持管理と計画的
な整備など、持
続可能な低炭素
社会実現に寄
与する処理シス
テムを構築しま
す。

資源循環エ
ネルギーセ
ンター

破砕選別工
場

【４】
リサイクルや適
正処理等の推
進に適した分別
収集体制を確立
します。

事業課
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平成28年度

第２次環境基本計画改訂版　平成30年度環境施策の実績一覧（H31.3.31現在）

２ 資源を大切にする社会システムの形成

【１】発生抑制を優先する社会への転換　　【２】多くの市民が参加しやすいリサイクルシステムの構築　　【３】排出者責任の確立と事業系ごみの減量促進
【４】持続可能な低炭素社会実現に寄与する収集体制や処理システムの構築　　【５】水資源の有効利用と健全な水循環の推進

施策 担当室課
自己
評価

平成29年度評価の理由
または

評価に対する担当室課の見解及び実績

備考
（当該施策に関連
する事業名等）

＜　参　考　＞

評価の理由
または

評価に対する担当室課の見解及び実績

備考
（当該施策に関連
する事業名等）

評価の理由
または

評価に対する担当室課の見解及び実績

○

高度処理整備事業計画に基づき、改修工事を段階的に進
めており、概ね計画どおり推移している。
処理水の再利用については、限定的に実施しており、今後
の利用の拡大については、処理水再利用に対する市民
ニーズとそれにかかるコストを勘案しながら検討していく。

処理場建設改良

高度処理整備事業計画に基づき、改修工事を段階的に進
めており、概ね計画どおり推移している。
処理水の再利用については、未実施であるが、吹田市第3
次総合計画でも掲げている計画であり、今後一層、市民
ニーズや費用対効果を見極め、整備計画を推進する必要
がある。

処理場建設改良

高度処理整備事業計画に基づき、改修工事を段階
的に進めており、概ね計画どおり推移している。
処理水の再利用については、未実施であるが、吹田
市第3次総合計画でも掲げている計画であり、今後一
層、市民ニーズや費用対効果を見極め、整備計画を
推進する必要がある。

水道水についてのパネル展示、下水道部協力の下、水循
環に関するブースの設置などを実施し、水道水の大切さ、
節水意識の啓発に努めた。（Ｈ３０年度：水道フェア来場者
１，２４０人）

水道フェア

水道水についてのパネル展示、下水道部協力の下、水循
環に関するブースの設置などを実施し、水道水の大切さ、
節水意識の啓発に努めた。（Ｈ２９年度：水道フェア来場者
２，０１７人）

水道フェア

水道水についてのパネル展示、下水道部協力の下、
水循環に関するブースの設置などを実施し、水道水
の大切さ、節水意識の啓発に努めた。（Ｈ２８年度：水
道フェア来場者　３，３５９人）

職員が直接小学校へ出向き、水処理に関する実験等をと
おして、水道水の安全性や水の大切さについての啓発に
努めた。
（Ｈ３０年度：出前授業　小学４年生、９校、１，０４２人）

小学校への出前授業

職員が直接小学校へ出向き、水処理に関する実験等をと
おして、水道水の安全性や水の大切さについての啓発に
努めた。
（Ｈ２９年度：出前授業　小学４年生、８校、８２３人）

小学校への出前授業

職員が直接小学校へ出向き、水処理に関する実験
等をとおして、水道水の安全性や水の大切さについ
ての啓発に努めた。
（Ｈ２８年度：出前授業　小学４年生、７校、８２５人）

小学４年生を対象とした浄水所見学において、浄水施設の
見学やビデオ学習等を行い、水道水のできる仕組みや水
の大切さ、水源保全、節水啓発などに努めた。
（Ｈ３０年度：浄水所見学　２５校、２，３１７人）

浄水所見学

小学４年生を対象とした浄水所見学において、浄水施設の
見学やビデオ学習等を行い、水道水のできる仕組みや水
の大切さ、水源保全、節水啓発などに努めた。
（Ｈ２９年度：浄水所見学　２９校、２，６００人）

浄水所見学

小学４年生を対象とした浄水所見学において、浄水
施設の見学やビデオ学習等を行い、水道水のできる
仕組みや水の大切さ、水源保全、節水啓発などに努
めた。
（Ｈ２８年度：浄水所見学　３０校、２，６９６人）

水循環室 △
実績なし
（平成28年度から廃止）

雨水貯留タンク設置助
成事業

【５】
節水型社会の
形成に向け、意
識啓発を進めま
す。

水道部総務
室

△

実績なし
（平成28年度から廃止）

雨水貯留タンク設置助
成事業

実績なし
（平成28年度から廃止）

【５】
下水の高度処
理水などの再利
用を推進しま
す。

水再生室

【５】
雨水の有効利
用を進めます。
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平成28年度

評価の理由
または

評価に対する担当室課の見解及び実績

備考
（当該施策に関連
する事業名等）

環境監視事業
公害防止対策事業

　事業所の立入回数は、大気、水質において昨年度と同水
準で推移している。今後も事業活動に伴う公害防止対策の
向上に向けて、立入検査も含めた事業所への指導、啓発を
行っていく必要がある。
　また、良好な近隣関係と健全な生活環境を保全すること
を目的に、工事が行われる際に周辺住民に工事内容が確
実に周知されるよう、住民説明の方法や解体工事の内容を
お知らせする標識の設置等について、新たなルールを定め
た。今後も開発行為に伴う騒音・振動等に関して、開発事
業者に対し、より効果的な指導方法を検討する必要があ
る。
　環境監視においては、必要に応じ測定地点や測定内容を
検討し、効果的な監視体制の構築に努めていく必要があ
る。
（Ｈ29立入回数：大気59回、水質68回）

　市民の環境意識の向上を図るため、環境月間等に合わ
せ市報に啓発記事等を掲載している。
　また、市民の環境への関心を高めるため、大気環境状況
をリアルタイムに確認できるよう、吹田市の大気環境情報
のホームページを開設した。
　今後更なる市民の環境意識の向上のため、より効果的な
啓発活動の方策を研究していく必要がある。

環境監視事業
公害防止対策事業

処理場建設改良

公害防止対策事業

＜　参　考　＞

平成29年度

評価の理由
または

評価に対する担当室課の見解及び実績

第２次環境基本計画改訂版　平成30年度環境施策の実績一覧（H31.3.31現在）

３ 健康で快適なくらしを支える環境の保全

【１】環境汚染防止対策の推進　　【２】環境美化の推進　　【３】ヒートアイランド対策の推進　　【４】日照障害・電波障害対策

施策 担当室課
自己
評価

評価の理由
または

評価に対する担当室課の見解及び実績

備考
（当該施策に関連
する事業名等）

○

　事業所の立入回数は、大気、水質において昨年度と同水
準で推移している。今後も事業活動に伴う公害防止対策の
向上に向けて、立入検査も含めた事業所への指導、啓発
を行っていく必要がある。
　また、良好な近隣関係と健全な生活環境を保全すること
を目的に、工事が行われる際に周辺住民に工事内容が確
実に周知されるよう、住民説明の方法や解体工事の内容
をお知らせする標識の設置等について、パトロールや特定
建設作業実施届出書の提出時に啓発を行うなど周知に努
めている。
　環境監視においては、大気環境の測定地点や測定内容
を検討した結果、本市南部の川園局を廃止し、本市中部の
高野台局を新設したことによって、より効果的に市全域を
監視する体制が構築された。今後も効果的な監視体制の
構築に努めていく。
（Ｈ30立入回数：大気69回、水質75回）

環境監視事業
公害防止対策事業

【１】
日常生活におけ
る公害や環境汚
染の防止につい
て啓発します。

環境保全課 ○

　市民の環境意識の向上を図るため、環境月間等に合わ
せ市報に啓発記事等を掲載している。
　また、大気環境状況をリアルタイムに確認できる吹田市
の大気環境情報のホームページを案内するチラシを作成
し、市民の環境への関心を高めるよう努めている。
　今後更なる市民の環境意識の向上のため、より効果的な
啓発活動の方策を研究していく必要がある。

環境監視事業
公害防止対策事業

【１】
下水道の高度
処理化や合流
式下水道の改
善を進めるな
ど、水環境の保
全を図ります。

水再生室 △

各下水処理場の高度処理化は、高度処理整備事業計画
に基づき、段階的に整備を進めている。
また、合流改善施設整備については、川面下水処理場、
南吹田下水処理場及び川園ポンプ場の雨水滞水池の設
置が完了しており、今後、整備した施設の活用をはかり、よ
り一層の水環境保全に尽力する。

処理場建設改良

　事業所への立入回数は、大気においては昨年度と
同水準となっており、水質においては、法改正の影響
による構造基準の確認が前年度までに概ね終了した
ため回数は減少しているが、適正な基準により立入
検査を実施した。今後も事業活動に伴う公害防止対
策の向上に向けて、立入検査も含めた事業所への指
導、啓発を行っていく必要がある。また、開発行為に
伴う騒音・振動等に関して、開発事業者に対し、より
効果的な指導方法を検討する必要がある。
　環境監視において、必要に応じ測定地点や測定内
容を検討し、効果的な監視体制の構築に努めていく
必要がある。
（Ｈ28立入回数：大気67回、水質69回）

　環境意識の向上を図るため環境月間等に合わせ
市報に啓発記事等を掲載しているが、更なる市民意
識の向上のため、より効果的な啓発活動の方策を研
究していく必要がある。

各下水処理場の高度処理化は、高度処理整備事業計画に
基づき、段階的に整備を進めている。
また、合流改善施設整備については、川面下水処理場、南
吹田下水処理場及び川園ポンプ場の雨水滞水池の設置が
完了しており、今後、整備した施設の活用をはかり、より一
層の水環境保全に尽力する。

【１】
典型７公害（大
気汚染、水質汚
濁、土壌汚染、
騒音、振動、地
盤沈下、悪臭）
をはじめ、環境
汚染の監視体
制の充実を図る
など、環境汚染
を防止します。

環境保全課

【１】
遺伝子組換え実
験等や病原体
等及び放射性
同位元素の取
扱による環境影
響の未然防止
に努めます。

環境保全課 △

　すべての届出事業所に立入調査を実施し、施設の安全
確認を行っており、環境汚染の未然防止に寄与している。
また、ライフサイエンス関連産業誘致を目指す本市におい
て、重要な施策と考える。今後、産業誘致関連施設につい
ても、本市条例等の届出対象施設を新規設置しようとする
事業者には、本市と協定を締結し、本市条例等を遵守し
て、当該地域の安心安全の確保に努めるよう指導していく
必要がある。

公害防止対策事業

　すべての届出事業所に立入調査を実施し、施設の
安全確認を行っており、環境汚染の未然防止に寄与
している。また、企業立地促進法に基づくバイオ・ライ
フサイエンス関連産業誘致を目指す本市において、
重要な施策と考える。今後、産業誘致関連施設につ
いても、本市条例等の届出対象施設を新規設置しよ
うとする事業者には、本市と協定を締結し、本市条例
等を遵守して、当該地域の安心安全の確保に努める
よう指導していく必要がある。

　すべての届出事業所に立入調査を実施し、施設の安全
確認を行っており、環境汚染の未然防止に寄与している。
また、企業立地促進法に基づくバイオ・ライフサイエンス関
連産業誘致を目指す本市において、重要な施策と考える。
今後、産業誘致関連施設についても、本市条例等の届出
対象施設を新規設置しようとする事業者には、本市と協定
を締結し、本市条例等を遵守して、当該地域の安心安全の
確保に努めるよう指導していく必要がある。

各下水処理場の高度処理化は、高度処理整備事業
計画に基づき、段階的に整備を進めている。
また、合流改善施設整備については、川面下水処理
場、南吹田下水処理場及び川園ポンプ場の雨水滞
水池の設置が完了しており、今後、整備した施設の
活用をはかり、より一層の水環境保全に尽力する。
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平成28年度

評価の理由
または

評価に対する担当室課の見解及び実績

備考
（当該施策に関連
する事業名等）

＜　参　考　＞

平成29年度

評価の理由
または

評価に対する担当室課の見解及び実績

第２次環境基本計画改訂版　平成30年度環境施策の実績一覧（H31.3.31現在）

３ 健康で快適なくらしを支える環境の保全

【１】環境汚染防止対策の推進　　【２】環境美化の推進　　【３】ヒートアイランド対策の推進　　【４】日照障害・電波障害対策

施策 担当室課
自己
評価

評価の理由
または

評価に対する担当室課の見解及び実績

備考
（当該施策に関連
する事業名等）

○

平成３１年３月１日阪急吹田駅周辺を地区指定。
（平成３１年１月４日告示、平成３１年３月１日施行）
平成３１年３月１６日おおさか東線南吹田駅周辺を地区指
定。（平成３１年１月４日告示、平成３１年３月１６日施行）
新たに環境美化推進重点地区等の指定を行うことで、環
境美化の推進を図っている。

環境美化啓発事業
環境美化清掃委託事業

新たな環境美化推進重点地区等の指定をしていないた
め。

環境美化啓発事業
環境美化清掃委託事業

平成２９年２月１日大阪モノレール万博記念公園駅周
辺を地区指定。
（平成２８年１２月１日告示、平成２９年２月１日施行）
新たに環境美化推進重点地区等の指定を行うこと
で、環境美化の推進を図っている。

公園緑地の維持管理ボランティア制度である「緑あふれる
未来サポーター」制度を活用し、ボランティアの方々に除
草、清掃、花壇管理、竹林管理等の美化活動を行っていた
だいた。市は、「緑あふれる未来サポーター事業」により、
資機材の貸与等を通じた活動支援を行った。

【平成29年度実績】
緑あふれる未来サポーター　91団体（67公園緑地）

緑あふれる未来サポー
タ―事業

緑あふれる未来サポー
タ―事業

 緑あふれるサポーター事業（道路）は、すいた里親
道路実施要領に基づき協定を締結した団体（以下、
「里親」という。）による清掃等美化活動を支援する事
業であり、平成28年度は、市主催の総会を開催し、
各里親間の意見及び情報交換の場を設けた。さら
に、里親が植栽管理をされている植え込みの見学会
を開催するなど、現地での美化活動に留まらず、道
路美化に関する意識を高めていくための取組も行っ
た。また、草花を18，330株配布し、地域の環境美化
を推進した。平成28年度中に新たに2団体と協定を締
結し、現在、協定締結団体数は43団体となっている。
里親の高齢化が進んでおり、若手の担い手の確保が
課題である。

公園緑地の維持管理ボランティア制度である「緑あふ
れる未来サポーター」制度を活用し、ボランティアの
方々に除草、清掃、花壇管理、竹林管理等の美化活
動を行っていただいた。市は、「緑あふれる未来サ
ポーター事業」により、資機材の貸与等を通じた活動
支援を行った。

【平成28年度実績】
緑あふれる未来サポーター　90団体（70公園緑地）

緑あふれる未来サポー
ター事業

緑あふれる未来サポー
ター事業

 緑あふれるサポーター事業（道路）は、すいた里親道路実
施要領に基づき協定を締結した団体（以下、「里親」とい
う。）による清掃等美化活動を支援する事業であり、平成29
年度は、市主催の総会を開催し、各里親間の意見及び情
報交換の場を設けた。さらに、講師を招いて講習会を兼ね
た座談会を開催し、効果的な美化活動、道路美化に関する
意識を高める取組も行った。また、草花を19，327株配布
し、地域の環境美化を推進した。平成29年度は、1団体が
減ったが、新たに1団体と協定を締結し、現在、協定締結団
体数は43団体となっている。
里親の高齢化が進んでおり、若手の担い手の確保が課題
である。

【２】
環境美化推進
重点地区の指
定を進めます。

地域環境課

【２】
緑あふれる未来
サポーター事業
を活用するな
ど、地域での自
主的な道路や公
園の美化活動を
支援します。

道路室 △

 緑あふれるサポーター事業（道路）は、すいた里親道路実
施要領に基づき協定を締結した団体（以下、「里親」とい
う。）による清掃等美化活動を支援する事業であり、平成30
年度は、市主催の総会を開催し、各里親間の意見及び情
報交換の場を設けた。さらに、講師を招いて講習会を兼ね
た座談会を開催し、効果的な美化活動、道路美化に関す
る意識を高める取組も行った。また、草花を19,660株配布
し、地域の環境美化を推進した。平成30年度は、新たに1
団体と協定を締結し、現在、協定締結団体数は44団体と
なっている。
里親の高齢化が進んでおり、若手の担い手の確保が課題
である。

公園みどり
室

△

公園緑地の維持管理ボランティア制度である「緑あふれる
未来サポーター事業」により、活動資機材の貸与など、市
民による除草、清掃、花壇管理、竹林管理等の美化活動を
支援した。

【平成30年度実績】
緑あふれる未来サポーター　96団体（66公園緑地）
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平成28年度

評価の理由
または

評価に対する担当室課の見解及び実績

備考
（当該施策に関連
する事業名等）

＜　参　考　＞

平成29年度

評価の理由
または

評価に対する担当室課の見解及び実績

第２次環境基本計画改訂版　平成30年度環境施策の実績一覧（H31.3.31現在）

３ 健康で快適なくらしを支える環境の保全

【１】環境汚染防止対策の推進　　【２】環境美化の推進　　【３】ヒートアイランド対策の推進　　【４】日照障害・電波障害対策

施策 担当室課
自己
評価

評価の理由
または

評価に対する担当室課の見解及び実績

備考
（当該施策に関連
する事業名等）

△

「アジェンダ２１すいた」において、みどりのカーテン講座を
開催し、市民にヒートアイランド現象緩和のための取り組み
を紹介した。今後もより効果的なヒートアイランド現象緩和
の啓発に努める。また、「すいすいくんまつり」でアジェンダ
２１すいたの団体会員であるNPO法人すいた環境学習協
会、水道部とも連携し、ヒートアイランド対策及び熱中症予
防のため、竹の水鉄砲つくりでブース出展し、啓発に努
め、環境省から「ひと涼みアワード2018」で表彰された。ま
た、熱中症予防プロジェクトと協力し、市役所本庁舎では、
約500名の来庁者に、熱中症予防の啓発のため、ドリンク
やうちわ等を無料配布した。
　平成30年度実績：みどりのカーテン講座を実施、各種
ヒートアイランド及び熱中症予防のためのプロジェクト

アジェンダ２１すいた推
進事業

「アジェンダ２１すいた」において、みどりのカーテン講座を
開催し、市民にヒートアイランド現象緩和のための取り組み
を紹介した。今後もより効果的なヒートアイランド現象緩和
の啓発に努める。また、「すいすいくんまつり」や「すいた祭
り」でアジェンダ２１すいたの団体会員であるNPO法人すい
た環境学習協会、水道部、都市魅力部とも連携し、ヒートア
イランド対策及び熱中症予防のため、竹の水鉄砲つくりで
ブース出展し、啓発に努めた。さらに、JR吹田駅前まちづく
り協議会や熱中症予防プロジェクトと協力し、「すいた涼し
い商店街プロジェクト」と題し、すだれルーバーやドライミス
トを活用し涼しい商店街をアピールした。環境省から「ひと
涼みアワード2017」で表彰された。また、市役所本庁舎で
は、約500名の来庁者に、熱中症予防の啓発のため、ドリン
クとうちわを無料配布した。
　平成29年度実績：みどりのカーテン講座、みどりのカーテ
ン写真コンクールを実施、各種ヒートアイランド及び熱中症
予防のためのプロジェクト

アジェンダ２１すいた推
進事業

「アジェンダ２１すいた」において、みどりのカーテン講
座を開催し、市民にヒートアイランド現象緩和のため
の取り組みを紹介した。今後もより効果的なヒートア
イランド現象緩和の啓発に努める。
　平成28年度実績：みどりのカーテン講座、みどりの
カーテン写真コンクールを実施

吹田市環境美化に関する条例施行規則第９条に基づき、
環境美化推進員を選任し、市民・事業者とともに環境美化
の啓発を図っている。（平成２９年度　活動団体　２４団体
１２６４名）

違法簡易広告物撤去活動員による違法簡易広告物の撤去
を実施している。
(平成２９年度  活動団体　７団体　５５名、活動回数２３２
回、撤去枚数０枚)

その他、市民・事業者と継続した環境美化活動を実施し推
進を図っている。
実施事業
・違法簡易広告物撤去枚数
　（平成２９年度　１８７枚）
・糸田川清掃活動　（平成２９年１０月２７日実施）
・環境美化キャンペーン（平成２９年６月２９日及び平成２９
年１１月１５日実施）

環境美化啓発事業
看板撤去関係事業

吹田市環境美化に関する条例施行規則第９条に基
づき、環境美化推進員を選任し、市民・事業者ととも
に環境美化の啓発を図っている。（平成２８年度　活
動団体　２３団体　１３４２名）

違法簡易広告物撤去活動員による違法簡易広告物
の撤去を実施している。
(平成２８年度  活動団体　８団体　６１名、活動回数２
０２回、撤去枚数１５枚)

その他、市民・事業者と継続した環境美化活動を実
施し推進を図っている。
実施事業
・違法簡易広告物撤去枚数
　（平成２８年度　１１０枚）
・糸田川清掃活動　（平成２８年１０月２８日実施）
・環境美化キャンペーン（平成２８年１０月１２日及び
平成２９年１月１２日実施）

△

吹田市環境美化に関する条例施行規則第９条に基づき、
環境美化推進員を選任し、市民・事業者とともに環境美化
の啓発を図っている。（平成３０年度　活動団体　２３団体
１２２４名）

違法簡易広告物撤去活動員による違法簡易広告物の撤
去を実施している。
(平成３０年度  活動団体　４団体　２９名、活動回数１８９
回、撤去枚数０枚)

その他、市民・事業者と継続した環境美化活動を実施し推
進を図っている。
実施事業
・違法簡易広告物撤去枚数
　（平成３０年度　５６枚）
・糸田川清掃活動　（平成３０年１０月２９日実施）
・環境美化キャンペーン（平成３０年１１月１５日実施）

環境美化啓発事業
看板撤去関係事業

【２】
市民・事業者と
協力し、公共空
間の環境美化を
推進します。

地域環境課

【３】
打ち水やみどり
のカーテンな
ど、身近に取り
組めるヒートア
イランド現象緩
和の啓発に努
めます。

環境政策室
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平成28年度

評価の理由
または

評価に対する担当室課の見解及び実績

備考
（当該施策に関連
する事業名等）

＜　参　考　＞

平成29年度

評価の理由
または

評価に対する担当室課の見解及び実績

第２次環境基本計画改訂版　平成30年度環境施策の実績一覧（H31.3.31現在）

３ 健康で快適なくらしを支える環境の保全

【１】環境汚染防止対策の推進　　【２】環境美化の推進　　【３】ヒートアイランド対策の推進　　【４】日照障害・電波障害対策

施策 担当室課
自己
評価

評価の理由
または

評価に対する担当室課の見解及び実績

備考
（当該施策に関連
する事業名等）

△
民間開発事業の事業規模により、好いたすまいる条例に
基づき雨水浸透桝設置を指導している。

開発事業に対する管理
者同意の項目のため、
事業はありません。

民間開発事業の事業規模により、好いたすまいる条例に基
づき雨水浸透桝設置を指導している。

開発事業に対する管理
者同意の項目のため、
事業はありません。

民間開発事業の事業規模により、好いたすまいる条
例に基づき雨水浸透桝設置を指導している。

みどり推進事業
花とみどりの情報セン
ター管理事業
千里ニュータウンプラザ
施設管理事業
みどり普及・啓発事業

歩道舗装更新工事の際に、ヒートアイランド対策としても効
果が期待できる透水性舗装の整備に努めており、今後も引
き続き行う予定である。
平成29年度透水性舗装施工面積：2,397.0㎡

公園緑地の整備については、開発事業者等からの帰属に
より、公園を１箇所、遊園を2箇所開設し、１公園の公園面
積の拡大をしました。
公園緑地の整備については、「人生節目の記念樹」制度を
活用した市民からの寄附による植栽を行った。
緑地の保全については、「保護樹木・保護樹林」の所有者
に対する支援を行った。
緑化の推進については、「みどりの協定」、「生垣等緑化推
進助成」、「緑化樹配付」等の助成制度の運用や開発指導
等を行った。さらに、「花とみどりの情報センター」の管理運
営、「たけのこ掘り」、「花と緑のフェアへの出店」、「千里の
竹あかり」、等による緑化意識の啓発を通じた間接的な緑
地の保全及び緑化の推進にも取り組んだ。

公共下水道管渠整備事
業

路線道路補修事業
路線道路舗装事業

歩道等舗装工事の際に、ヒートアイランド対策としても効果
が期待できる透水性舗装の整備を実施した。
千里南地区センター再整備事業　約520㎡
都市計画道路千里山佐井寺線道路新設事業　約1570㎡

千里南地区センター再
整備事業
都市計画道路千里山佐
井寺線道路新設事業

浸透桝の設置箇所は増加しているが、今後も浸水被害箇
所から浸透に適した場所を検討し、設置箇所を増加してい
くなかで、地下水涵養に寄与していく。（H27-17箇所　H28-
20箇所　H29-14箇所）

歩道舗装更新工事の際に、ヒートアイランド対策とし
ても効果が期待できる透水性舗装の整備に努めてお
り、今後も引き続き行う予定である。
平成28年度透水性舗装施工面積：2,295.01㎡

水循環室 △

浸透桝の設置箇所は増加しているが、今後も浸水被害箇
所から浸透に適した場所を検討し、設置箇所を増加してい
くなかで、地下水涵養も寄与していく。(H28-20箇所 H29-
14箇所 H30-20箇所)

管渠建設改良事業

公園緑地の整備については、既存の公園緑地にお
いて「特色のある公園づくり事業」による植栽や「人生
節目の記念樹」制度を活用した市民からの寄附によ
る植栽を行った。
緑地の保全については、「保護樹木・保護樹林」の所
有者に対する支援を行った。
緑化の推進については、「みどりの協定」、「生垣等
緑化推進助成」、「緑化樹配付」等の助成制度の運用
や開発指導等を行った。さらに、「花とみどりの情報
センター」の管理運営、「たけのこ掘り」、「花と緑の
フェアへの出店」、「千里の竹あかり」、等による緑化
意識の啓発を通じた間接的な緑地の保全及び緑化
の推進にも取り組んだ。

公園みどり
室

△

【３】
雨水浸透を進
め、地下水の涵
養を図ります。

水循環室

浸透桝の設置箇所は増加しているが、今後も浸水被
害箇所から浸透に適した場所を検討し、設置箇所を
増加していくなかで、地下水涵養に寄与していく。
（H26-4箇所　H27-17箇所　H28-20箇所）

歩道舗装更新工事の際に、ヒートアイランド対策としても効
果が期待できる透水性舗装の整備に努めており、今後も
引き続き行う予定である。
平成30年度透水性舗装施工面積（道路室施工分）：1,895.1
㎡

路線道路補修事業
路線道路舗装事業

みどり推進事業
花とみどりの情報セン
ター管理事業
千里ニュータウンプラザ
施設管理事業
みどり普及・啓発事業

地域整備推
進室

△

歩道等舗装工事の際に、ヒートアイランド対策としても効果
が期待できる透水性舗装の整備を実施した。
千里南地区センター再整備事業　510㎡
千里山駅周辺整備事業　210㎡
南吹田駅前線立体交差事業　3212㎡
南吹田駅前線関連道路整備事業　863㎡
岸部中千里丘線道路新設事業　3522㎡

千里南地区センター再
整備事業
千里山駅周辺整備事業
南吹田駅前線立体交差
事業
南吹田駅前線関連道路
整備事業
岸部中千里丘線道路新
設事業

公園緑地の整備については、近隣公園を１か所、遊園を３
か所開設するとともに、人生節目の記念植樹による市民の
寄附による植樹を行った。
緑地の保全については、保護樹木・保護樹林の所有者に
対する支援を行った。
緑化の推進については、みどりの協定、生垣等緑化推進
助成、緑化樹配付等の助成制度の運用や、花とみどりの
情報センターの管理運営、たけのこ掘り、花と緑のフェアに
よる緑化啓発を行った。また、開発事業における緑化計画
書による協議等を行った。

【３】
緑化、アスファ
ルト対策などの
蓄熱への対策、
節エネルギー、
省エネルギーの
推進等による人
工排熱への対
策を進めます。

道路室 △

16



　

平成28年度

評価の理由
または

評価に対する担当室課の見解及び実績

備考
（当該施策に関連
する事業名等）

＜　参　考　＞

平成29年度

評価の理由
または

評価に対する担当室課の見解及び実績

第２次環境基本計画改訂版　平成30年度環境施策の実績一覧（H31.3.31現在）

３ 健康で快適なくらしを支える環境の保全

【１】環境汚染防止対策の推進　　【２】環境美化の推進　　【３】ヒートアイランド対策の推進　　【４】日照障害・電波障害対策

施策 担当室課
自己
評価

評価の理由
または

評価に対する担当室課の見解及び実績

備考
（当該施策に関連
する事業名等）

○

吹田市役所エコオフィスプラン及び吹田市環境まちづくりガ
イドライン【開発・建築版】に基づき、公共施設の新築、大
規模改修の際には、屋上・壁面緑化や高反射塗装等によ
る蓄熱対策及び高効率な省エネルギー型機器等の採用等
による人工排熱対策のヒートアイランド対策の推進を働き
かけている。
また、環境まちづくりガイドライン【開発・建築版】により、市
内で開発や建築などを行おうとする事業者に対し、計画の
早い段階から公共施設と同様にヒートアイランド対策への
取組を検討及び実施することを求めた。
さらに、環境まちづくりガイドライン【開発・建築版】(平成30
年度版)では、ヒートアイランド対策に関する取組項目を「建
物屋根面・壁面」と「地表面」の２つに増やし、より具体的な
対策を示すようにした。

環境マネジメントシステ
ム運用事業
環境まちづくりガイドライ
ン運用事業

吹田市役所エコオフィスプラン及び吹田市環境まちづくりガ
イドライン【開発・建築版】に基づき、公共施設の新築、大規
模改修の際には、屋上・壁面緑化や高反射塗装等による
蓄熱対策及び高効率な省エネルギー型機器等の採用等に
よる人工排熱対策のヒートアイランド対策の推進を働きか
けている。
また、環境まちづくりガイドライン【開発・建築版】により、市
内で開発や建築などを行おうとする事業者に対し、計画の
早い段階から公共施設と同様にヒートアイランド対策への
取組を検討及び実施することを求めた。

環境マネジメントシステ
ム運用事業
環境まちづくりガイドライ
ン運用事業

吹田市役所エコオフィスプラン及び吹田市環境まちづ
くりガイドライン【開発・建築版】に基づき、公共施設の
新築、大規模改修の際には、屋上・壁面緑化や高反
射塗装等による蓄熱対策及び高効率な省エネル
ギー型機器等の採用等による人工排熱対策のヒート
アイランド対策の推進を働きかけている。
また、環境まちづくりガイドライン【開発・建築版】によ
り、市内で開発や建築などを行おうとする事業者に対
し、計画の早い段階から公共施設と同様に蓄熱対策
及び人工排熱対策のヒートアイランド対策への取組
の検討及び実施することを求めた。

△

環境まちづくりガイドライン【開発・建築版】により、市内で
開発や建築などを行おうとする事業者に対し、計画の早い
段階から環境への取組の検討及び実施することを求めて
おり、その中で平成25年度に作成した啓発用パンフレット
（熱環境マップ掲載）を利用した。

環境まちづくりガイドライ
ン運用事業

環境まちづくりガイドライン【開発・建築版】により、市内で開
発や建築などを行おうとする事業者に対し、計画の早い段
階から環境への取組の検討及び実施することを求めてお
り、その中で平成25年度に作成した啓発用パンフレット（熱
環境マップ掲載）を利用した。

環境まちづくりガイドライ
ン運用事業

環境まちづくりガイドライン【開発・建築版】により、市
内で開発や建築などを行おうとする事業者に対し、計
画の早い段階から環境への取組の検討及び実施す
ることを求めており、その中で平成25年度に作成した
啓発用パンフレット（熱環境マップ掲載）を利用した。

△ 未実施 未実施 未実施 未実施 未実施

△

中高層建築物の日照障害等の指導要領に基づき建築主と
関係住民との紛争の未然防止に努めている。また紛争が
生じたときは申出に応じてあっせん及び調停を行う。引き
続き中立的な紛争調整の取組が求められている。（中高層
建築物の紛争申出件数　平成３０年度　１件）

中高層建築物に係る指
導・紛争調整事務事業

中高層建築物の日照障害等の指導要領に基づき建築主と
関係住民との紛争の未然防止に努めている。また紛争が
生じたときは申出に応じてあっせん及び調停を行う。引き続
き中立的な紛争調整の取組が求められている。（中高層建
築物の紛争申出件数　平成２９年度　２件）

中高層建築物に係る指
導・紛争調整事務事業

中高層建築物の日照障害等の指導要領に基づき建
築主と関係住民との紛争の未然防止に努めている。
また紛争が生じたときは申し出に応じてあっせん及び
調停を行う。引き続き中立的な紛争調整の取り組み
が求められている。（中高層建築物の紛争申出件数
平成２８年度　１件）

【３】
熱環境マップな
どを活用し、ま
ちづくりにおける
ヒートアイランド
現象を緩和しま
す。

環境政策室

都市計画室

【４】
中高層建築物
の日照障害等
の指導要領に
基づき、日照障
害・電波障害の
未然防止に努
めます。

地域環境課

【３】
緑化、アスファ
ルト対策などの
蓄熱への対策、
節エネルギー、
省エネルギーの
推進等による人
工排熱への対
策を進めます。

環境政策室
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平成28年度

○

民間開発事業等に伴い、景観形成地区の追加指定を行う
など、地区の特性に応じた景観まちづくりを推進している。
（景観形成地区平成30年度追加指定1区、累計21地区）

景観まちづくり条例に基づき、民間事業者への誘導が行わ
れ、景観に配慮したまちづくりが進んでいる。また、公共施
設の整備等に当たっては、先導的な景観まちづくりの役割
を果たすよう連携や調整を図っている。

景観まちづくり条例に基づく事前協議・届出受付件数…
255件（うち、景観形成地区31件）

令和2年4月からの屋外広告物条例施行に向け、現況調
査、市民アンケート等を実施し、基準や指針の検討を行っ
ている。

景観まちづくり推進事業

民間開発事業等に伴い、景観形成地区の追加指定を行う
など、地区の特性に応じた景観まちづくりを推進している。
（景観形成地区平成29年度追加指定0地区、累計20地区）

景観まちづくり条例に基づき、民間事業者への誘導が行わ
れ、景観に配慮したまちづくりが進んでいる。また、公共施
設の整備等に当たっては、先導的な景観まちづくりの役割
を果たすよう連携や調整を図っている。

景観まちづくり条例に基づく事前協議・届出受付件数…246
件（うち、景観形成地区15件）

景観まちづくり推進事業

民間開発事業等に伴い、景観形成地区の追加指定
を行うなど、地区の特性に応じた景観まちづくりを推
進している。
（景観形成地区平成28年度追加指定5地区、累計20
地区）

景観まちづくり条例に基づく、民間事業者への誘導が
行われ、景観に配慮したまちづくりが進んでいる。ま
た、公共施設の整備等に当たっては、先導的な景観
づくりの役割を果たすよう連携や調整を図っている。

景観まちづくり条例に基づく事前協議・届出受付件数
…246件（うち、景観形成地区12件、要綱経過措置0
件）

○

景観パネル展やいいでしょこのまち作品展、屋外広告物パ
ネル展等を開催するとともに、景観アドバイザーの派遣や
景観まちづくり活動補助金の交付など、啓発や支援を行う
ことで、景観まちづくりを推進している。

景観まちづくり推進事業

景観パネル展やいいでしょこのまち作品展を開催するとと
もに、景観アドバイザーの派遣や景観まちづくり活動補助
金の交付など、啓発や支援を行うことで、景観まちづくりを
推進している。

景観まちづくり推進事業

景観パネル展やいいでしょこのまち作品展を開催す
るとともに、景観アドバイザーの派遣や景観まちづくり
活動補助金の交付など、啓発や支援を行うことで、景
観まちづくりを推進している。

△

吹田市公共交通マップ2019の作成：21,000部
うち約半数を毎年転入窓口で配布。その他は、市内の主な
駅、公共施設等で配布。転入者への公共交通マップの配
布は、転入後の日常生活における自動車利用の抑制と公
共交通の利用促進を効果的に行うことを目的としている。

地域公共交通活性化事
業

吹田市公共交通マップ2018の作成：21,450部
うち約半数を毎年転入窓口で配布。その他は、市内の主な
駅、公共施設等で配布。転入者への公共交通マップの配
布は、転入後の日常生活における自動車利用の抑制と公
共交通の利用促進を効果的に行うことを目的としている。

地域公共交通活性化事
業

吹田市公共交通マップ2017の作成：20,000部
うち約半数を毎年転入窓口で配布。その他は、市内
の主な駅、公共施設等で配布。転入者への公共交通
マップの配布は、転入後の日常生活における自動車
利用の抑制と公共交通の利用促進を効果的に行うこ
とを目的としている。

評価の理由
または

評価に対する担当室課の見解及び実績

第２次環境基本計画改訂版　平成30年度環境施策の実績一覧（H31.3.31現在）

５ 快適な都市環境の創造

【１】景観まちづくりの推進　　【２】自動車に過度に依存しない交通環境整備　　【３】環境に配慮した開発事業の誘導

施策 担当室課

バリアフリー化設備を整備する公共交通機関である、鉄道
事業者に補助金を交付し、鉄道駅舎のバリアフリー化を支
援した。
（平成29年度実績：桃山台駅に可動式ホーム柵が設置され
た）
なお、ノンステップバス購入、バスロケーションシステムの
導入にも、補助金を交付する予算を確保していたが、本市
の補助を受けず、事業者が独自に事業を実施した。（本市
の補助の要件として、国の補助金を受けることとしている。
平成29年度は、国の予算の都合上、予定していた事業に
国の補助金が出なかったため、本市の補助要件を満たす
ことができず、事業者から本市に対し、補助申請は無かっ
た。）

交通バリアフリー化整備
補助事業

【１】
公共施設の整
備等に当たっ
ては、景観ま
ちづくりにおけ
る先導的な役
割を果たすとと
もに、民間開
発事業に対す
る誘導を図り
ます。

都市計画室

【１】
市民、事業者
等への景観ま
ちづくりに関す
る啓発や取組
の支援に努め
ます。

都市計画室

【２】
鉄道駅など公
共交通機関に
関わる施設等
のバリアフリー
化への支援を
行います。

総務交通室

自己
評価

評価の理由
または

評価に対する担当室課の見解及び実績

備考
（当該施策に関連
する事業名等）

平成29年度

＜　参　考　＞

バリアフリー化設備を整備する公共交通機関である、
バス事業者が行うノンステップバスの導入及びバスＩ
Ｃカードシステムの高度化に対し、補助金を交付し支
援している。
（平成28年度実績：ノンステップバス１台導入、バスIC
カードシステムの高度化１社）

備考
（当該施策に関連
する事業名等）

評価の理由
または

評価に対する担当室課の見解及び実績

△

バリアフリー化設備を整備する公共交通機関である、バス
事業者が行うノンステップバス導入に対し、補助金を交付
する予算を確保していたが、本市の補助を受けず、事業者
が独自に事業を実施した。（本市の補助の要件として、国
の補助金を受けることとしている。平成30年度は、国の予
算の都合上、予定していた事業に国の補助金が出なかっ
たため、本市の補助要件を満たすことができず、事業者か
ら本市に対し、補助申請は無かった。）

【２】
鉄道やバスの
乗り継ぎなど
公共交通の利
用に関する分
かりやすい情
報提供を図り
ます。

総務交通室

交通バリアフリー化整備
補助事業
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平成28年度

評価の理由
または

評価に対する担当室課の見解及び実績

第２次環境基本計画改訂版　平成30年度環境施策の実績一覧（H31.3.31現在）

５ 快適な都市環境の創造

【１】景観まちづくりの推進　　【２】自動車に過度に依存しない交通環境整備　　【３】環境に配慮した開発事業の誘導

施策 担当室課
自己
評価

評価の理由
または

評価に対する担当室課の見解及び実績

備考
（当該施策に関連
する事業名等）

平成29年度

＜　参　考　＞

備考
（当該施策に関連
する事業名等）

評価の理由
または

評価に対する担当室課の見解及び実績

△

千里丘地区で運行しているコミュニティバスの年間乗車人
員が平成30年度が前年度に比して約6.7％減となってい
る。
年間乗車人員：141,591人

コミュニティバス運行事
業

千里丘地区で運行しているコミュニティバスの年間乗車人
員が平成29年度が前年度に比して約6.2％増となっている。
年間乗車人員：151,740人

コミュニティバス運行事
業

千里丘地区で運行しているコミュニティバスの年間乗
車人員が平成28年度が前年度に比して約7.3％増と
なっている。
年間乗車人員：142,947人

△
移動経路短縮により、自転車及び徒歩での移動促進に寄
与する都市計画道路の整備を進めており、都市計画道路
岸部中千里丘線及び南吹田駅前線の供用を開始した。

都市計画道路千里山佐
井寺線道路新設事業

都市計画道路岸部中千
里丘線道路新設事業

都市計画道路南吹田駅
前線立体交差事業

　移動経路短縮により、自転車及び徒歩での移動促進に寄
与する都市計画道路の整備を進めており、都市計画道路
千里山佐井寺線（松が丘工区）の供用を開始した。

都市計画道路千里山佐
井寺線道路新設事業

都市計画道路岸部中千
里丘線道路新設事業

都市計画道路南吹田駅
前線立体交差事業

都市計画道路千里山佐井寺線（星が丘工区）におい
て、バリアフリー化とともに、無電柱化に向けた整備
が完了した。

△

市民、事業者、行政のパートナーシップのもと、「すいた
クールアース大作戦」において、ガンバ大阪所属選手のパ
ネル等を活用し、「近くは歩いておでかけ」というキャッチフ
レーズにより、市民や事業者が身近にできる省エネ、節エ
ネ活動について啓発を図った。

アジェンダ２１すいた推
進事業

市民、事業者、行政のパートナーシップのもと、地球温暖化
防止事業「すいた、わたしのエコ宣言」を平成２８年度に引
き続き、平成２９年度も実施し、市民や事業者が身近にでき
る省エネ、節エネ活動について、それぞれ宣言をしてもらう
ことで、意識の向上を図った。

アジェンダ２１すいた推
進事業

市民、事業者、行政のパートナーシップのもと、地球
温暖化防止事業「すいた、わたしのエコ宣言」を平成
２８年度から実施し、市民や事業者が身近にできる省
エネ、節エネ活動について、それぞれ宣言をしてもら
うことで、意識の向上を図った。

市内11駅30箇所での自転車駐車場の設置運営やレ
ンタサイクル事業の実施（市内７駅７箇所130台）及び
自転車放置防止指導啓発の効果により、移送される
放置自転車等が着実に減少している。そのことによ
り、自転車や歩行者が安心して通行できる環境が整
備されてきている。

（放置自転車等移送台数：平成28年度（2016年度）延
べ8,816台）
（市営自転車駐車場収容可能台数：平成28年度末現
在 19,489台）

総合的自転車対策事業

市内11駅30箇所での自転車駐車場の設置運営やレンタサ
イクル事業の実施（市内７駅７箇所130台）及び自転車放置
防止指導啓発の効果により、移送される放置自転車等が
着実に減少している。そのことにより、自転車や歩行者が
安心して通行できる環境が整備されてきている。

（放置自転車等移送台数：平成29年度（2017年度）延べ
7,589台）
（市営自転車駐車場収容可能台数：平成29年度末現在
19,489台）

【２】
地域の実情に
応じたきめ細
かなサービス
としてのコミュ
ニティバスの
利用促進を図
るなど、地域
の公共交通環
境の充実を図
ります。

総務交通室

【２】
市民・事業者と
の連携・協働
により自動車
依存生活から
の脱却を目指
し、自転車利
用や歩いて暮
らせるまちづく
りを推進しま
す。

地域整備推
進室

総務交通室

環境政策室

△

市内12駅31箇所での自転車駐車場の設置運営やレンタサ
イクル事業の実施（市内7駅７箇所）及び自転車放置防止
指導啓発の効果により、移送される放置自転車等が着実
に減少している。そのことにより、自転車や歩行者が安心
して通行できる環境が整備されてきている。

（放置自転車等移送台数：平成30年度（2018年度）延べ
6,321台）
（市営自転車駐車場収容可能台数：平成30年度末現在
19,329台）

総合的自転車対策事業
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平成28年度

評価の理由
または

評価に対する担当室課の見解及び実績

第２次環境基本計画改訂版　平成30年度環境施策の実績一覧（H31.3.31現在）

５ 快適な都市環境の創造

【１】景観まちづくりの推進　　【２】自動車に過度に依存しない交通環境整備　　【３】環境に配慮した開発事業の誘導

施策 担当室課
自己
評価

評価の理由
または

評価に対する担当室課の見解及び実績

備考
（当該施策に関連
する事業名等）

平成29年度

＜　参　考　＞

備考
（当該施策に関連
する事業名等）

評価の理由
または

評価に対する担当室課の見解及び実績

○

景観まちづくり条例の運用により、快適な暮らしの環境の
創造に資する美しい景観を推進している。
（景観まちづくり条例に基づく事前協議・届出受付件数255
件）

令和2年4月からの屋外広告物条例施行に向け、現況調
査、市民アンケート等を実施し、基準や指針の検討を行っ
ている。

景観まちづくり推進事業

景観まちづくり条例の運用により、快適な暮らしの環境の創
造に資する美しい景観を推進している。
（景観まちづくり条例に基づく事前協議・届出受付件数246
件）

景観まちづくり推進事業

景観まちづくり条例の運用により、快適な暮らしの環
境の創造に資する美しい景観を推進している。
（景観まちづくり条例に基づく事前協議・届出受付件
数246件）

環境影響評価事務事業
環境まちづくりガイドライ
ン運用事業

開発指導事業

環境まちづくり影響評価条例対象の（仮称）エキスポランド
跡地複合施設開発事業等について、環境影響評価審査会
を開催し、事後調査の確認等を行うとともに、環境まちづく
りガイドライン【開発・建築版】において、市内で開発や建築
などを行おうとする事業者に対し、環境への取組の検討及
び実施を求めた。

開発審査室 △

開発事業に関する手続条例を制定、運用することにより、
本市の目指すべき良好な住環境の形成・保全、安全で快
適な都市環境の創造を進めている。また、開発事業の手
続等に関する条例に基づき申請のあった開発事業の情報
共有と円滑な事前協議により、良好な住環境の形成・保
全、安全で快適な都市環境の創造を進めている。（H30年
度実績　開発行為等事前調整会議：3回、開発行為技術調
整会議：4回）（H30年度実績　大規模開発事業：20件、中
規模開発事業：1,054件）

開発事業に関する手続条例を制定、運用することにより、
本市の目指すべき良好な住環境の形成・保全、安全で快
適な都市環境の創造を進めている。また、開発事業の手続
等に関する条例に基づき申請のあった開発事業の情報共
有と円滑な事前協議により、良好な住環境の形成・保全、
安全で快適な都市環境の創造を進めている。（H29年度実
績　開発行為等事前調整会議：4回、開発行為技術調整会
議：14回）（H29年度実績　大規模開発事業：30件、中規模
開発事業：916件）

環境まちづくり影響評価条例対象の（仮称）吹田市立
スタジアム建設事業等について、環境影響評価審査
会を開催し、事後調査の確認等を行うとともに、環境
まちづくりガイドライン【開発・建築版】において、市内
で開発や建築などを行おうとする事業者に対し、環境
への取組の検討及び実施を求めた。

開発指導事業

開発事業に関する手続条例を制定、運用することに
より、本市の目指すべき良好な住環境の形成・保全、
安全で快適な都市環境の創造を進めている。また、
開発事業の手続等に関する条例に基づき申請の
あった開発事業の情報共有と円滑な事前協議によ
り、良好な住環境の形成・保全、安全で快適な都市
環境の創造を進めている。（H28年度実績　開発行為
等事前調整会議：5回、開発行為技術調整会議：9回）
（H28年度実績　大規模開発事業：17件、中規模開発
事業：951件）

【３】
市域の開発に
対し、すまいる
条例や環境ま
ちづくり影響評
価条例、環境
まちづくりガイ
ドラインなどの
関連制度の適
正な運用を行
い、環境に配
慮した建築物
等の誘導策に
取り組みます。

環境政策室 △

環境まちづくり影響評価条例に基づき、環境影響評価審査
会を開催し、（仮称）SVH千里丘新築工事に係る審議や（仮
称）吹田円山町開発事業に係る事後調査の確認等を行っ
た。
環境まちづくりガイドライン【開発・建築版】（平成30年度版）
の運用を開始し、市内で開発や建築などを行おうとする事
業者に対し、環境への取組の検討及び実施を求めた。

環境影響評価事務事業
環境まちづくりガイドライ
ン運用事業

都市計画室
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